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△ 開議 午前１０時００分   

 

○議長（武田 正光議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

△ 日程第１ 一般質問   

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 ５番、昇健児君の一般質問を許します。 

○５番（昇 健児議員）   

 町民の皆様、おはようございます。９月に入り、これから毎週、各所で運動会や

体育祭が開催され、同時にサトウキビの夏植え、バレイショの植付準備とだんだん

忙しくなってくる時期となりました。まだまだ残暑も厳しい中、熱中症などならな

いよう御自愛ください。 

 それでは、先般通告しました３項目、４点について質問いたします。 

 １項目め、観光行政について。 

 その１、与名間海浜公園の利用促進のための環境整備について。 

 ２項目め、定住促進について。 

 その１、空き家対策事業の推進状況について。 

 その２、高校生の都市部への流出対策について。 

 ３項目め、町有財産について。 

 その１、町有地の有効活用について。主にＢ＆Ｇ周辺、秋利神キャンパスパーク

の計画はないか。 

 以上、３項目、４点において執行部の前向きな答弁を求め、１回目の質問を終わ

ります。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 皆さん、おはようございます。それでは、昇健児議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 観光行政について、その１、与名間海浜公園の利用促進のための環境整備につい

てということでございます。お答えいたします。 



－83－   

 与名間海浜公園の環境整備につきましては、海開き、そしてトライアスロン大会、

そして夏場のシーズン中を中心に、シルバー人材センターにその環境整備を委託し

ております。また、いろんな場面で必要に応じまして、職員、そしてまた雇用の人

夫の皆さんで対応しているところでございます。 

 本町の観光拠点施設でもあり、このたびリニューアルされましたＢ＆Ｇ海洋セン

ター艇庫の利用も好調であります。観光客やその利用者に不便を来たさないよう、

さらにはイメージダウンとならないように、みんなで連携し、環境整備の強化に図

ってまいりたいと存じております。 

 定住促進について。その１、空き家対策事業の推進状況についてということでご

ざいます。お答えいたします。 

 空き家対策事業につきましては、空き家等の有効活用を促進するために、町の

ホームページ等で空き家の情報提供を行っているところでございます。 

 現在、町単独事業で天城町空き家改修費補助金交付事業を実施しておりますが、

平成３０年度の実績につきましては、５物件の改修を行いました。４０７万２千円

を交付しております。 

 定住促進について。その２点目、高校生の都市部への流出対策についてというこ

とでございます。お答えいたします。 

 高校生の進路につきましては、ほとんどが進学、そして就職のために島外へ出て

いるのが現状だと認識しております。将来、天城町に帰ってきて活躍したいと思え

る仕事の創出、身につけたスキルを活かせる企業支援、あわせて住環境の整備に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 ３点目、町有財産について。その１、町有地の有効活用について、主にＢ＆Ｇ周

辺、秋利神キャンパスパークの計画はないかということでございます。お答えいた

します。 

 Ｂ＆Ｇ周辺ということでありますが、総合運動公園、あの一帯のことを御指摘か

というふうに理解いたしてお答えいたします。 

 Ｂ＆Ｇ周辺の町有地につきましては、町民体育祭、トライアスロン大会、各種ス

ポーツ大会の駐車場等として現在利用しております。総合運動公園陸上競技場と御

指摘の町有地の間に国有地があります。そこの取得、そして総合運動公園と一体的

な活用方法ができればと考えているところでございます。 

 秋利神キャンパスパークにつきましては、なかなか管理も行き届かなく利活用が

うまくなされていないというふうに認識しております。専門家等にも御意見をお聞

きしながら、その利活用策について考えていきたいと思います。 

 以上、昇議員の御質問に対してお答えいたしました。 
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○５番（昇 健児議員）   

 では、引き続き、質問をしてまいりたいと思います。 

 与名間海浜公園は、島内でもトップクラスの景観もよい整備された海水浴場だと

思っております。他町からもお客さんが来ていますし、来年夏、世界自然遺産登録

ともなれば、これからますます来場者がふえるだろうと思い、この質問をさせてい

ただきました。 

 先日、何度か現場へ行き、気になった点が４つほどありましたので、順次質問を

してまいりたいと思います。 

 まず１点目が、シャワー室の清掃状況についてですが、現在どのような形で清掃

はなされていますでしょうか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 お答えします。 

 与名間海浜公園のシャワー更衣室の清掃状況でありますが、毎年、夏休みシーズ

ンには、レジャープールの監視員を雇用しております。この方たちに毎朝、シャ

ワー室、トイレ等のまず清掃・点検を行い、その後、お客さんが来場するとプール

の監視作業、そしてプールの閉園になりますと、また点検、後片づけ、後始末とい

うようなことで行っております。 

 シーズンオフにつきましては、与名間海浜公園全体を含めたシルバー人材セン

ターへの環境整備の委託と、また職員による点検や必要に応じた対応をとっており

ます。 

○５番（昇 健児議員）   

 私が気になったのが、シャワー室内への砂の堆積、そして、これは多分排水状態

が悪いんじゃないかと思うのですが、これはちょっとカビのようなにおいがこもっ

ているような、そういう感じがしたものですから気になったんですけれども、その

排水状況の確認などはされていませんでしょうか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 議員が御指摘のようなことは、これまでにも何回かございました。それでシーズ

ン前に排水の点検なども行っております。 

 また、梅雨時や湿気が多いときなどは、そういったカビが発生したり、それに伴

うにおいが気になることもございました。その都度対応はしておりますが、いたら

ない点につきましては、今後徹底をしていきたいと考えております。 

○５番（昇 健児議員）   

 私がちょっと気になったのは、外に備えつけの水道があり、そこにホースが取り

つけてあったものですから、中に引っ張り込んで砂の堆積をちょっと流せないかと
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思ってやってみたんですけれども、そのホースが奥のほうまで届かないんですよね。 

 ですので、やはり隅々まで、現場を水で流したり掃除ができる状況にないのじゃ

ないかなと思ったんですけれども、ぜひその辺、ホースの取りかえ、この辺はした

ほうがいいんじゃないかなと。長いホースですね。女性のほうは、さらに遠くなり

ますから長目のホースでないと清掃が難しいんじゃないかなと思いました。 

 それともう一つ、そのカビのにおいの件についてなんですが、排水が詰まってい

ることもあるでしょうけれども、部屋の中のその換気も、上にちょっと半窓みたい

なものが東・西とあるのですが、閉まっている状況のように感じましたので、そこ

をあけるだけでも換気がよくなって、少しは解消されるのじゃないかなというふう

に思いましたので、利用者に気持ちよく帰ってもらうためにも、この対策について

は、今申し上げた対策については必須だと思いますので、場合によってはその排水

が改善されなければ工事を行ってでも、例えば、ためますをつくってそこに砂が流

れ、一旦ためてすればすぐ管理もしやすいのじゃないかなと思います。ぜひその辺

は対処していただきたいなと思います。 

 続いて２点目ですが、海水浴客が泳ぐ浅瀬に海藻など──海藻が主だと思うんで

すが、浮遊物が多くみられることがたまにあるのですけれども、そういったことは

把握されていますでしょうか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 把握しております。やはり海でありますので、外洋からの漂流物、漂着物等はご

ざいます。定期的にこちらにつきましても、現場で見つけたときには処理をしてお

りますが、いたらないところもあったことは反省をしております。 

 昨日も台風後にそういったものが、トライアスロンのフィニッシュする砂浜のほ

うに打ち上がっておりました。回収を行いましたが、今後またその都度──今シー

ズン中は、先ほど町長の答弁にもありました艇庫のほうも好調であります。艇庫の

スタッフと我々商工水産観光課のスタッフのほうが連携をとって、海浜公園自体を

見回り点検をしながら維持管理に努めていきたいと考えております。 

○５番（昇 健児議員）   

 毎日発生するわけではありませんので、今答弁があったようにシーズン中だけで

も気がついたら、艇庫のほうに水上バイクもございますので、大変ですけれども、

気がついたときには除去していただければなと思います。たまたまそういう日に、

私が行ったときに海へ入った観光客からも残念な声も聞いたりしますので、やはり

その辺はぜひチェック体制を整えていただいて除去していただきたいと、お願いし

たいと思います。 

 続いて３点目についてなんですが、日よけの設備を各所に増設できないかという
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ことなんですが、あそこには子供たちを遊ばせるために来ている親も多いと思いま

すし、夏の日差しの強い中、１時間、２時間も監視のためそこになかなか座ってい

れませんので、水難事故を防ぐという意味でも必要ではないかと思ったんですが、

どう感じられていますでしょうか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 与名間海浜公園、本町の観光拠点施設としまして、第３次整備計画を１８年度か

ら２４年度にかけて行いました。総事業費は約４億３千万ほどかかっております。 

 その拠点整備事業の中でいろいろと施設の改修等を行ってきましたが、まだまだ

そういった日よけなるシェルターのような施設が足りないというのは感じておりま

す。臨時的にまたプールのほうで大型のパラソルを６つほど備えておりますので、

海水浴されるお子さんを監視されるお母さん方に、無償で貸し出しすることも可能

であります。 

 また、抜本的に２４年度に第３次事業が終わっておりますので、もう間もなく

１０年が経過しようとしており、バースハウスを初め老朽化が見え始めてきており

ます。また近い将来にはその辺の改修等を含めた整備が必要になってくるかと考え

ておりますので、そういった足りないところは、そういった計画に入れていきたい

と考えております。 

○５番（昇 健児議員）   

 現場でも幾つかそういう何というんですか、日よけの施設というか、そういうの

もいい施設がありますが、やはり絶対数的にシーズン中は足りていないなというふ

うに思いますので、今答弁があったようにパラソルの貸し出しとか、そういったこ

とも臨時的にはいいと思うんですけれども、これは大分費用がかかることですので、

要望という形で先々事業を取り組めれば、ぜひそういったことも考えていただけれ

ばと思います。 

 そして、次に４点目ですが、砂浜の増量または小石の除去はできないかというこ

とだったんですが、いろいろ調べたり聞いたりしてみますと、海砂というか白砂の

導入は過去にもされているということで、入れても潮の流れや、または台風などに

よってどんどん南側のほうへ全部流されていくというふうに聞いたんですけれども、

そうであれば、結局はまた追加しても無駄になるというような解釈でよろしいんで

すか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 お答えします。 

 砂浜復元工事を平成２０年度にこの与名間海浜公園の観光拠点整備事業で行って

おります。トライアスロンのバイクトランジッションとなる駐車場の前の砂浜であ
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ります。以前は、岩礁がかなりございました。 

 その砂浜復元工事の後、２１年度から３年間、砂のほうの搬入を海開き前に行っ

てまいりました。砂が定着するようにという考えから突堤のほうを２カ所、出島と

その南側に設置しておりますが、なかなか専門家や、いろんな大学のほうのお知恵

を借りながら設計をしたり砂浜の工事を行ったのですが、残念ながら状況としては、

議員がおっしゃいました南側のほうに強い風や波があるときに持っていかれている

ような状況であります。 

 ３年間入れましたが、費用もある程度相当かかりました。今のところは、臨時的

にその南側に行ったものを重機等でまた直す作業を必要に応じてやっておりますが、

十分に足りていないと感じております。 

○５番（昇 健児議員）   

 そういう状況でしたら、また新たに持ち込むということも、何かいい方策がない

限りちょっと今するべきじゃないのかもしれないかなとは思いました。 

 それともう一つは、気になったのは小石が非常に多くて、自分なんかも裸足で歩

くとけがをするんじゃないかなというぐらい小石が多いときもあったり、そういう

ことが気になって、この小石の除去、例えばすきとったり、なかなか一個一個を手

で拾うというのは大変なことですので、そういったことができないものかなという

ふうに思ったんですけれども、その辺は過去にされたことがあるのか、その辺の経

緯というか状況を教えていただけますでしょうか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 先ほどお答えしました平成２１年度から３年間、砂を搬入した際には、ブルドー

ザーや重機等を使いまして、ふるいにかけて除去した経緯もございます。 

 現在、海開き前、トライアスロン大会前、シーズン中に商工水産観光課の雇用の

皆さんや、特に近年は町民生活課の海岸クリーンアップの作業の応援も受けながら、

イベント前等には人力でありますが、そういった除去を行っております。除去を行

いますが、やはり再三そのように小石等いろいろ海のほうから浮き上がっているよ

うな状況でありますので、その都度対応するしかないのかなと現在のところは考え

ております。 

 先ほどの砂浜の砂が定着しないということで、１点要因が考えられるのは、波打

ち際からの奥行きが短いというのが一つ考えられております。あの奥行きをもっと

長く緩やかに整備・改修できれば、ある程度は砂が通常の砂浜のように、三日月形

のように定着するのではないかなと考える部分もあるんですが、何しろトライアス

ロンのバイクトランジッションの会場でありまして、そういったことが現実的には

難しいという状況でありますので、現在の砂浜の中でまた最善策を考えていきたい
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と思っております。 

○５番（昇 健児議員）   

 現況を崩してまですることはないのかなと、今課長がおっしゃったように何かい

い方策があれば、できればいいことかなというふうに思います。 

 いろいろ申し上げましたが、とにかくこの海水浴場、与名間海浜公園ですか、本

当に多額の整備費もかけておりますし、本当に徳之島を代表する海水浴場だと思っ

ておりますので、観光客や利用者が気持ちよく満足して帰れるような整備を、また

これから長い期間になりますけれども、なると思いますが、注意していっていただ

きたいなという要望をしてこの質問を終わりたいと思います。 

 続きまして、２項目め空き家対策事業の推進についてですが、建設課においてほ

ぼ毎年のように住宅の建設もされておりますが、それでもまだ需要に対して住宅が

足りない状況であります。なので、少しでも空き家の活用を進めていただきたいと

思い、質問をさせていただきました。 

 まず１点目ですが、先ほどホームページの話がありましたが、天城町のホーム

ページが新しく改正されています。見て思ったことが、まず空き家バンクの情報が

ちょっと探しづらいなというふうに感じました。トップページに暮らしの情報とし

て幾つかの分野に分けて情報欄がありますが、こういう空き家バンクやハローワー

クの求人情報のようなこういう大事な情報は、そういう見つけやすい場所に持って

きてほしいと思ったのですが、わかる方は、高校生等はすぐに見つかるじゃないか

というような意見もあると思うんですが、私を含め余りそういったことになれてい

ない方なんかは、やっぱりトップページにわかりやすく載せてもらえると、すぐ見

つけやすいと思うので、その辺はこう編成というかそういったものは可能なんでし

ょうか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 私もそのホームページを見ました。その中で入学とか卒業というトップページに

あったのですけれども、果たしてあれが、年間を通じてトップページに掲載してい

いものなのかということで、担当とちょっと話をしましたら、その辺のところは臨

機応変に入れかえは可能だということでありましたので、早速指示をしまして、入

れかえをしてもらうような形で指示をしてあります。 

○５番（昇 健児議員）   

 ありがとうございます。それと、あと空き家バンクの情報を見たのですが、その

物件の内容を見ますと、物件の全景や台所・トイレの写真つきで、他町と比べても

非常に見やすいと思います。思いますが、中身を見てみますと、登録件数が全て契
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約済みになっていて、現在入居できる物件が一つもない状況になっていたのですが、

実際、現状を全て契約済みで、その入れる物件というのが１件もない状況なのでし

ょうか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 平成３０年度には１６件の登録がございまして、そのうち４件が取り下げという

ことになっておりました。１２件につきましては全て貸し出しを行っております。 

 きょう現在、登録物件がゼロという、議員の御指摘のとおりゼロという形になっ

ておりますが、今後引き続き区長さんとかいろんな地域の方々に御相談しながら、

物件を出向いていって、今後、登録リストに載せれる形で今後取り組んでいきたい

と考えております。 

○５番（昇 健児議員）   

 それだけやはり情報を載せればすぐに需要が、問い合わせがあって契約になると

いうことで、それだけ需要があるということだと思うのですが、今区長さんなどに

ということがありましたが、その情報収集については、今おっしゃられたその区長

さん、またはその地元出身の議員、また我々議員とか、あとその地元の役場職員な

ど、そういうさまざまな方の情報を利用して集めて、そうすればいろんな情報がや

っぱり出てくると思います。そういった形で、ぜひ事業のほうは進めていただきた

いなとお願いしておきます。 

 それと最後に、所有者の中には、貸したくてもその築年数が古くて水回りの設備

が整っていないため、人に貸せる状況にないという意見もよく聞かれるのですが、

現在企画課で行っている補助事業があると思います。その事業を活用すれば、十分

に住める状況になる空き家も多いのではと思っていますけれども、この事業は去年

からでしたかね。この事業の去年、そして今年度、活用状況のほうはどうなってお

りますでしょうか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 先ほど、町長のほうからも答弁がございましたけれども、去年の実績といたしま

しては、５件の４０７万２千円を補助金として支出してございます。 

 平成３１年度につきましては、まだゼロ件という状況ではありますが、個々に御

相談に伺った方が３件ありまして、今後この方々が事業導入するためには空き家バ

ンクに登録をしないといけないことになっておりますので、その３件が空き家バン

クに登録をして改修に入るものかと考えております。 

○５番（昇 健児議員）   
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 私のほうでも１件、地元でちょっとそういうことであれば検討してみたいなとい

う方もいるのですが、この事業をやはり一般の方は知らない方も多いと思いますの

で、我々にもその責任はあるんですが、町民に広く周知して、１件でも多くその空

き家バンクの登録家屋がふやせるように、ぜひ尽力していただきたいと、お願いし

たいと思います。 

 もう一点の高校生の都市部への流出対策についてなんですが、少子高齢化の中、

徳之島の将来において若者の定住促進は喫緊の課題だと思っております。一昔前は、

人口も多くなかなか仕事がないという状況でしたから、仕事を求めて皆、都会へ出

ていくのも仕方がなかったと思いますが、現在では状況も大きく変わり、求人数も

徳之島全体で常時３００人前後あり増加傾向にあるようです。ですので、若者に対

する支援のあり方によっては、地元に残って就職する子もふえるのではと思い、こ

の質問をさせていただきましたが、まず島内の高校生が島外へ出る割合と、その中

でそのまま就職する割合、もしわかりましたらお願いします。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えをいたします。 

 平成３０年度が、町内で卒業生が８３名、地元に残る方が４名でした。平成

３１年度が、卒業生が１０１名、町内に残った方が３名ということで報告を受けて

おります。 

○５番（昇 健児議員）   

 そうですね、このぐらいだろうと思います。この中で就職する割合というのは、

またもう少し都会のほうへ行って就職する方も多いと思うのですが、この子たちを

少しでも多く島に引きとめられないかということなんですが、現在天城町で若者の

定住促進を目的とした事業がありましたら、お聞かせいただきたいと思うんですが。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 事業としてはございません。ですが、今後私が考えるには、地元に就職していた

だける方には資格取得の支援金のようなものを確保して、地元で就職していただけ

る方に対しまして、資格の習得等々に係るものに関しまして助成金を支出できたら

なというふうに考えております。 

○５番（昇 健児議員）   

 そういう卒業の学生に対しては、今ところはないということだと思うのですが、

私のほうでちょっと考えましたら、一つは奨学金の返済の免除、これは専門学生、

そして大学卒業後の若者に対しての卒業後帰ってきた場合に免除になるということ

ですよね。そういったことですとか、あと結婚した若者には出産祝い金、こういっ
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たものも天城町ではかねてより支援をしております。 

 そういった支援は、若者への支援はあるんですが、今課長のほうからこういった

資格取得等の支援を考えているということがありましたが、それも非常にいいこと

だと思います。私のほうでちょっと考えた案といいますか、これが高校卒業後の天

城町出身の若者に対する定住促進を目的としたピンポイントな支援ということで、

例えば卒業後、地元天城町に住所を置き、そして就職をする子には、２～３年間、

月２万円程度の支援をするとか、大きな予算を伴うことですけれども、そのぐらい

のことをしてでも若者の定住というのは地域にとってはとても重要なことだと思っ

ておりますので、ぜひこの先、課長からの提案もありましたが、予算に余裕があれ

ば、ぜひ検討をしていただきたいと思いますが、これは一つ町長のほうはどう思わ

れていますでしょうか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 非常に昇議員から、そういう建設的なと申しますか、そういう積極的な御提案を

いただいたことに対して大変うれしく思っております。 

 私たち、この議会でいつも議論するのは、いかにして地域にその定住促進をして

いくか、そして地域の人口をふやしていくかということ、そして若い人たちをどう

やってふやしていくかということにこれまで頭を悩ましてきたわけでありますので、

そのような具体的な提案というものをいただいたということに対しては大変うれし

く思っております。また、前田企画課長からもいろんなその技術の取得の支援とか

そういったお話もありました。 

 またもう一つは、やっぱり一番大きなのは、そこで働く場をどうやって確保する

かということもありますので、そこら辺を含めてみんなで考えていきたい。そして

また検討して、できればまた来年の当初予算の中で反映できることは反映していく、

そういった形によりみんなで若い人たちを島に残す。そしてまたやっぱり若い人で

すので、１回は都会に出て、その都会というものはどういうものであるかというも

のも経験したい人もおるでしょうから、そういった方々がこう帰ってきたときにし

っかりとその人たちを受け入れるような、そういった環境ができればというふうに

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○５番（昇 健児議員）   

 やはり若者というのはその地域に活気をもたらしますので、ぜひそういう子たち

をいろんな形で支援していけるような検討をお願いして、次の質問へまたまいりた

いと思います。 

 次は、町有地の有効活用についてです。 
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 まず私が気になったのが、Ｂ＆Ｇ、体育館やスパークへ向かう入り口横の町有地

で、ここは道路改良したときの余剰地のようですけれども、現在利用されている様

子はありませんが、何か有効活用する予定などはないでしょうか。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 

 議員のおっしゃっているのは、築山ですか。（「山があるところ」と呼ぶ者多

し）議員の皆様方のボランティアで草刈りをされたところだと思います。 

 今現在、我々が総合運動公園の整備事業をやっております。その中の範囲内から

は外れている地域でありまして、現在のところその事業の中の事業は取り込めない

という状況でありますが、あのままではいけないというのであれば、また、いいア

イデア等があれば検討をしていきたいなと思います。 

○５番（昇 健児議員）   

 私個人的に現場に行って見ていろいろ考えてみたんですが、場所的に臨時駐車場

的な活用が一番よいのではというふうに思っております。体育館、スパーク、野球

場を利用するイベントのときは、大体こちら側の駐車場──奥のほうの駐車場を利

用しますが、やはり足らなくなっているケースが多々あると思いますし、特にトラ

イアスロンのときには、この今のその場所の駐車場が利用できれば、応援する方や、

またその会場でいろいろ設営やらいろいろとされるその関係者にとっては、非常に

便利な駐車場、臨時駐車場というか、駐車場になる場所だと思います。 

 改良するに当たっても、舗装まではせずに、その重機を使ってちょっと搬出はし

ないといけない──土の搬出は必要になると思うんですが、その整地と、あと出入

り口、歩道になって入れない状況になっておりますので、その辺の工事だけでいい

と思うんですが、そのぐらいでしたら、そんなに予算はかからずできると思うので

すが、こういった案はいかがでしょうか。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 

 ありがとうございます。以前は、高倉屋根式の展示場みたいなところの敷地もあ

りました。そこのほうの敷地は平らではなく、建設課のほうでも除草作業とかをや

っておるところであります。 

 そういったところが利用できればというお話ですので、またその前の築山のとこ

ろにはベンチ等もございまして、利用されているのかどうか、ちょっと夏場は暑い

ですから、陰もないところでありますので、本当に有効利用ができればいいなとは

思います。また駐車場的なものができるのかどうか、また検討させていただきたい

と思います。 
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○５番（昇 健児議員）   

 場所的に非常にいい立地になっておりますので、そのままでは本当にもったいな

いと思います。ぜひこの先いろいろ検討をして、この案のみならず、いろんな形で

有効活用できるような形を検討していただきたいとお願いしておきたいと思います。 

 次に、もう一カ所ありますが、先ほど答弁の中であった箇所なのですが、総合グ

ラウンドの東側の広い土地ですけれども、一昨年ほど前に購入した土地だと思いま

すが、現在では臨時的な駐車場としてたまに利用しておりますけれども、場所、そ

して広さ的にももっと有効的な利用も可能な土地ではないかというふうに思うんで

すけれども、一体的な活用というようなことですが、具体的にどのような計画なん

でしょうか。 

○総務課長（米村 巌君）   

 お答えいたします。 

 先ほど町長から答弁がありました。今、昇議員がおっしゃっている土地につきま

しては、道路側沿いが購入した土地でありまして、あの広さの３分の１程度ですか

ね、町有地になっているのは。それであと総合運動公園側が国の持ち物で財務省の、

白地という地目になっております。それで町長が答弁したのは、やはりその白地を

払い下げあたりしながら、一体的な活用計画を出てきたときに使えるような土地利

用をしたらということで答弁をさせていただいております。 

 だから、いろんな案がありましたら、先ほど建設課長がお話したように、いろん

な一体型になったようなその公園、それから遊具がありますので、その辺も利用し

た中での一体型とした土地利用ができたらという考えはしております。それで私た

ち総務のほうは、その土地取得に向けてまた一つ財務省と連絡をとりながらやって

いきたいと思っております。 

○５番（昇 健児議員）   

 ３分の２が国有地である現状ということなんですが、その件をちょっと知らなか

ったんですけれども、一部だけかなというふうな形で思っていたんですが、という

ことはそれが解決しないと、私のほうでは、例えばこの先、きのうも話がありまし

た世界自然遺産センターの誘致ですとか、またはドーム闘牛場、そして直売所の建

設など検討している事業もいろいろあると思います。こういったものをそこにつく

るというか、建設場所として考えているということでは現状はないということでし

ょうか。 

○総務課長（米村 巌君）   

 お答えいたします。 

 有効的に今、昇議員からの提案の中でいろんな活用があれば、またそれに向けて、
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また方向性を見出しながら、また皆さんと御相談をしながら進めていけたらと思っ

ております。 

○５番（昇 健児議員）   

 私個人的には、今のそういう臨時的な──取得できればの話ですけれども、臨時

的な駐車場としてはもったいないという気がするので、例えばショッピングセン

ターの誘致ですとか、何かそのような人の集まる施設をつくってはどうかという思

いがあるのですけれども、いろんな広く、これからまずはその取得をしないとどう

にもならないことでしょうから、場所的に非常にあちらもいい場所を取得できれば

広さもありますので、駐車場ということではなく何かいい施設をぜひそこにつくっ

ていただきたいなという希望を申し上げて、こちらのほうはまた終わりたいと思い

ます。 

 最後に、秋利神キャンパスパークについてなんですけれども、ここは過去にほか

の議員からもいろいろな案が出ました。私も一度質問をしていまして、その当時は

グランウンドゴルフ場にしてみてはどうかというようなことを申し上げたと記憶し

ているんですけれども、今回有効活用ということで、もう一度足を運んで現地に行

って公園内を歩いてみたんですけれども、歩いてみて見れば見るほど、壊すにはも

ったいないなという思いが湧いてきまして、そこで聞いてみたいんですが、この公

園整備の当時の総工費というのは、どのぐらいだったんでしょうか。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 申しわけありません。今、過去の事業の総工費等は、ちょっと調査してございま

せん。 

○５番（昇 健児議員）   

 相当額な金額だったのじゃないかと思いますけれども、そこで思ったのが、原型

を残しつつ何か有効活用はできないものかと歩きながらいろいろ考えてみたんです

が、一つ思いつきまして、それがキャンプ場として整備──軽微な整備ですけれど

も、してみてはどうかというふうに考えたんですけれども、それはなぜかといいま

すと、あのあたりは周りを山に囲まれていまして、朝夕は日光が遮られますので非

常に涼しいです。与名間ビーチなどでもたまにバーべキューなどはしますが、めち

ゃくちゃやっぱり暑いです。 

 それと、秋利神には、山、川、海と自然が全てそろっていて、バーべキューやキ

ャンプをするには非常に最適だと思いました。ただ車の進入路や焼き場とか、あと

テーブルの設置とか、テーブルなどはあちこちありますけれども、そのバンガロー

などにあるようなこうバーべキューの焼き場つきのテーブルとか、そういったもの

が整備されるといいのかなと思います。もしこれがいい形で整備できてうまくいけ
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ば、南部地区の一つの活性化にもなるのかなというふうに思います。これについて

はいかがでしょうか。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 

 議員もおっしゃっているとおり、たびたび皆さんのほうから御提言をいただき、

３０年近くたつ施設であるというふうに考えておりますが、老朽化が進んでいるの

はもう目に見えて私どもも認識しております。現在の私どもの作業の状況としまし

ては、維持管理の方向でしか動いていないというのが状況であります。 

 議員のおっしゃるキャンプのできる施設等に改修できないかということでもあり

ますので、いい案だというふうに私は思っております。そのためには、また事業等

を選定しなければいけないのですが、この秋利神キャンパスパークにつきましても

都市公園の事業からは外れておりまして、その事業は該当しません。 

 今現在、県の都市計画課の担当であったり、また他の公園の委託をするコンサル

業者であったり、現場をコンサルさんには見てもらったりしながら、どういう活用

ができるのか、ちょっとアイデアをくださいということで相談したりしております。 

 その中で議員のおっしゃるキャンプ場でありますが、費用等はどのぐらいかかる

かわかりませんが、そこら辺と、またキャンプに訪れる方等が、また将来的に何人

ぐらい来るのかわかりませんが、費用対効果等を考えながら、でき得るなら何とか

利用できるようにしていきたいなとは考えているところであります。いい御提案を

ありがとうございます。 

○５番（昇 健児議員）   

 ぜひ、このまま毎年草刈り、除草についての経費をかけていくだけではなくて、

それだけですともう本当にもったいないと思いますので、過去の私を含め、過去の

議員の案も含めていろいろな案を検討しながら、一番今お話のあったような効果的

な整備をしていただきたいという要望をいたしまして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございます。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、昇健児君の一般質問を終わります。 

 次に、１番、平岡寛次君の一般質問を許します。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 町民の皆様、こんにちは。そして、またあわせまして残暑お見舞い申し上げます。

日中はまだまだ暑い日差しでございます。夏の疲れも出てくる時期だと思いますが、

どうぞお体には御自愛くださいませ。 

 また、台風１３号が発生し、接近中でもございます。町民の皆様におかれまして
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は、万全の台風対策をおとり願いますようお願いいたします。 

 それでは、先般通告いたしました３項目、５点について一般質問をいたします。 

 １項目め、農政について。 

 １点目、へい獣処理施設の進捗状況について。 

 ２項目め、台風緊急対応について。 

 その１点目、食料品の入荷対策について。 

 その２点目、農産物の出荷対策について。 

 ３項目め、町政運営について。 

 その１点目、臨時職員の処遇について。 

 その２点目、会計年度任用職員制度について。 

 以上、３項目、５点について執行部の明確な答弁を求め、１回目の質問を終わり

ます。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの平岡議員の質問に対して答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、平岡寛次議員の御質問にお答えいたします。 

 １項目め、農政について。その１、へい獣処理施設の進捗状況についてというこ

とでございます。お答えいたします。 

 へい獣処理施設、いわゆる死亡牛の処理施設でございますが、現在９６カ月齢、

つまり８歳以上の死亡牛については、家畜保健所におきましてＢＳＥ検査を行い、

焼却処分をしているところでございます。それを下回る──年齢の若いということ

でありますけれども、それを下回る死亡牛につきましては、農家個々で徳之島保健

所の許可のもと、埋却処理を行っているのが現実でございます。 

 徳之島３町、農協、そして畜産の関係機関では、御質問の新たなへい獣処理施設

の建設については必要であるということで共通認識をいたしており、現在、徳之島

総合営農推進本部畜産部会において協議をしているところであります。 

 また、民間の廃棄処理業者から、へい獣処理施設の整備計画についての御提案が

ありますので、先ほどの畜産部会において民営の方式とするか公営方式で整備する

かということで協議をしておりますが、早急に決定していくそういう時期に来てい

るというふうに考えております。 

 ２項目め、台風緊急対策について。その１、食料品の入荷対策についてというこ

とでございます。お答えいたします。 

 去る台風９号及び台風１０号により、８月７日から１０日間、船便が欠航いたし

ました。離島であるがゆえ、船舶の欠航が続き、食料品、生活必需品が品薄となり、
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島民の方々は大変な不便または不安を来たしたところでございます。 

 食料品の入荷対策については、それぞれ個々の事業所が行ってきているところで

すが、今後このような事態についてどのような対応ができるのか、関係する関係機

関とも考えていかないといけない、そういう教訓を得たと考えております。 

 台風緊急対策について。その２点目、農産物の出荷対策についてということでご

ざいます。お答えいたします。 

 農産物、特に出荷最盛期を迎えたマンゴーが、１０日間にも及ぶ船便の欠航で出

荷ができずに、生産農家は大きな打撃を受けたところでございます。先ほどの食料

品と同様でございますが、このような事態の対応として、例えば航空便が利用でき

るのかなど、生産農家、そして航空会社、そしてまた関係するみんなで検討してい

きたいと、そのように考えております。 

 ３項目め、町政運営について。その１、臨時職員の処遇についてということでご

ざいます。お答えいたします。 

 臨時職員につきましては、嘱託員に係る就業規則等、また筆耕事務員に係る就業

規則がございますが、それに基づいて処遇を行っているところでございます。 

 ２点目、会計年度任用職員制度についてということでございます。お答えいたし

ます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、働き方改革関連法案が順次施行

され、２０２０年（令和２年）４月１日から会計年度任用職員制度というものが施

行されることになっております。 

 今回の地方公務員法及び地方自治法の改正の趣旨は、特別職の任用及び臨時的任

用の適正を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度を明確

化するということ、また会計年度任用職員に対する給付についても規定を整備する

こととされております。 

 今回の９月定例会におきまして、天城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等

に関する条例の制定を御提案させていただいております。そういう中で、来年度

４月１日からの制度が施行されるのに伴い、対応していければというふうに考えて

おります。 

 以上、平岡寛次議員の御質問にお答えいたしました。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。１１時２５分に再開いたします。 

休憩 午前１１時１０分 

─────────── 

再開 午前１１時２５分 
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○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。平岡議員。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 １回目の答弁をいただきまして、これから順次質問に移らせていただきます。 

 農政について。１点目、へい獣処理施設の進捗状況についてでございます。 

 この件は、３月議会においても質問をしているところでございます。そのときの

御答弁は、３町の課長レベルでも早急に検討していくと。そしてまた３１年

４月──今年度４月から９６カ月未満が埋却の処理対象になるということも、この

３月議会でお聞きをしております。 

 また、あわせまして、この３月議会において、建設経済厚生常任委員会の意見と

して執行部のほうに意見書が出されております。幾つかの意見の中で、建設経済常

任委員会としてへい獣処理施設の建設は徳之島３町喫緊の課題である。徳之島３町

で早急に連絡協議会を設置し、建設に向けて推進すべきであるという委員会の意見

も出されているわけでございますが、９６カ月未満が埋設処理という対象に引き上

げられて、畜産農家はさらなる負担になっていると考えております。 

 ３月以降、総合営農推進本部畜産部会、この部会が何回ほど開催されて方向性や

具体策などその進捗はどうなっているのか、また幹事会の協議はどうなっているの

か、このあたりを御説明お願いします。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 このへい獣処理施設につきましては、平成２９年度の９月、久田議員のほうから

も提案がありまして、それから以後、協議を進めているところでございます。 

 ただいまの御質問ですが、その営農推進本部の畜産部会におきましては、それ以

前にもこの死亡獣畜の処理適正化に関する検討会なるものは、２６年から行ってき

ております。 

 そういう中で、直近でいいますと、３１年の今年度のことしの２月に畜産部会に

おいてのそういった議論がなされ、また４月の２３日には営農推進本部の総会がご

ざいましたが、その場でも私のほうから３町長それぞれのトップクラスが集まる中

でも、３１年度──令和元年度においては、この死亡獣畜に係る議論は進めていき

ますという報告もしております。 

 その後、５月９日には、競り市場でそのＢＳＥが引き上げられたということの報

告もしながら、この死亡獣畜対策の件も話しております。また６月の２６日には、

３町の課長、いわゆる営農推進本部の幹事会が持たれました。また翌７月１６日に

は、町長も含めた形でそのような会議を持っております。 
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○１番（平岡 寛次議員）   

 このあらゆる畜産部会、それから幹事会、このあたりの協議は、議事録などはお

とりになっているのでしょうか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 協議の事務局については、今現在は徳之島町でございますが、議事録なるものは

とっておりません。ただその会議の場でしっかりとそれぞれ確認するということは

行っておりますので、３町並びに関係機関それぞれの共通認識のもとに今動いてい

るところでございます。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 畜産農家にとっては、大変大事な協議会、幹事会であろうかと思います。そうい

う大事な会議においては、やはり事務局として議事録をきっちり残していくという

のが大切ではないだろうかと思ったりもしております。 

 それから、先ほど１回目の答弁で公的な施設の方向なのか、また民間のほうに委

託をするのか、そういう町長の答弁がございましたが、そのあたりはどのような内

容になるんでしょうか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 ある産業廃棄物処理業者の方から、ことしのたしか４月ごろだったかと思います。

そういった施設をつくりたいという申し出が、それぞれの町に対して来庁されて話

がございました。そういったところも受けての６月の幹事会でありました。 

 その民間でつくるということに対して、民間活力も活用ということで非常にいい

ことではありますが、ただ、その際ちょっと処理料金、その成牛の処理料金が、今

現在は沖永良部と与論町にそのような施設がございますが、その料金とちょっとか

け離れて高いということもあります。 

 それにまた、その段階ではまだ公営方式でいくということも決定はしておらず、

その辺、今現状としては町長の答弁にありましたように、その民間の方の方式でい

くか、また公営でいくかということについて、民間のその廃棄物処理業者の方との

ヒアリングを一度行った上で決定していきたいという今現状でございます。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 今の答弁の中に民間の業者、いわゆる産業廃棄物処理の業者というお話が、答弁

がございましたが、この死亡牛をいわゆる産業廃棄物と定義づけての話が進んでい

るように伺えられます。しかも、その業者１社のみ──課長、１社のみということ

で今のところよろしいんでしょうか。 
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○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今現在、１社のみでございます。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 今、その協議を進める中で、公的な公営の方向でいくのか民間活力なのかという

ところ、まだ民間活力を今課長が言われますとおり利用するということは非常にい

い方向性だとも思えるんですが、指定管理者制度みたいな行政が一つの箱物をつく

って、そのそれを委託していくという方向とは全く違う方向であります。 

 しかも、徳之島３町で１社だけという──１社だけと今交渉をしてヒアリングを

して進めていく、こういう独占的な方向性というのはいかがなものかなと。なぜそ

の幹事会、営農推進本部の中でこの１社だけが名前が挙がってきたのか、何かこう

推進本部と関係のある業者ではないか、そのようにも感じられるところであります。 

 民間活力を使っていくという方向で決まれば、これは３町で大きく公募を募って

いくのが私は本来の姿ではないかなとそうも思うわけでございますが、さて、その

１社の今出ているお話の中で１頭当たりの処理料、これが幾らで試算されて、いろ

んな試算の内容も資料が出ていると思うんですが、１頭当たりの処理料が幾らにな

るのか、お聞きします。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 その業者のほうからいろいろ計画、収支概算書というものが提出されております。

１２カ月齢以上で焼却費用が１２万円で、４カ月から１２カ月齢が６万円、ゼロ

歳──胎児を含めてゼロから３カ月までが３万円ということでございます。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 今、成牛についての処理料をお伺いしました。大変高額な処理料金と思わざるを

得ません。１社だけが手を挙げてこられて、１社と今から話を進めていく。余りに

も独占すぎる。しかも１頭当たりの処理料、大中小あろうかと思いますが、成牛に

ついては１２万円、余りも高いと思いますが、町長、その状況をいかがお思いでし

ょうか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 このＢＳＥの問題につきまして、私がうちの農政課長に一つ尋ねたことが１件あ

るんですね。やはりこれまで県がやっていましたその焼却処理をそれが年齢が引き

上げられるということは、県の焼却頭数が減るということでありますので、今もっ

て、今稼働している焼却施設が毎日稼働しているのでなければ、いわゆる今はやり
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の言葉でいけばシェアといいますかね、分け合って、法律に基づいたその県がやる、

焼却する、あいているときに我々がそれを使ってやるという方向が可能ではないの

かということを僕は聞いたら、それはだめだと言うんですね。 

 それは、なぜだめなのかちょっとわからないところもあるんですけど、これまで

やっている焼却頭数が減るのに、減るということはその施設は余裕があくというこ

とだと僕は認識したわけですね。それができないものだろうかなというのが一つあ

って、それはだめだと言うから、そうですねという話になりました。 

 今言っているそのある一業者が提案されてきたということでありますが、私は今、

平岡議員のお話を聞いていて、もしそれで決めたというわけではなく、その向こう

のほうから提案してきたということでありますので、もしそういう民営型でいきま

しょうということであれば、広く公募をして、そしてまたそういう中で話し合うと

いうのは、私は全然問題はないんではないかなというふうに私は考えます。 

 あとは、なぜその与論、永良部がこんなに早くもう稼働しているのに、一番その

頭数が多いであろう我が徳之島がこんなに後手に回っているのかというのが、ちょ

っと私の中では一つまだ理解できないところがあるんですけれども、そこら辺がや

っぱりその農協さん、それから共済組合さん、我が行政がしっかりそこに向き合っ

ていくという姿勢が、少し欠けていたんじゃないかなという私は認識をしておりま

す。 

 そういう中で、やっぱり農家にできるだけ負担をかけない──ある程度やっぱり

負担をかけないといけないでしょうけど、できるだけその負担を軽くする。できれ

ば与論や沖永良部のものと並ぶか、そこと同じような負担感というのが大事かなと

私は今現在考えておるところであります。 

 その今おっしゃった、うちの農政課長が言った１頭当たりの処理料金というのは、

私は高いと思っています。もし交渉するのであれば早く話をしなさいということで

すけど、今現在聞いたらまだやっていないというから、少し、いわゆる私の言うス

ピード感ではないなと私は考えているところです。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 今の町長の御所見をいただきましたけれども、やはり長年の懸念であります。懸

案でもございます。与論島、沖永良部島では、おっしゃられるとおりこの施設は既

に稼働しているわけでございまして、早急に方向性を持っていかなければいけない。

また予算が必要であれば、早目に予算措置、予算要求もしなければいけないそうい

う時期に来ているのではないかなと同時に思うわけでございますが、先ほど課長の

ほうから１頭当たり１２万円、本当に畜産農家の足元を見ているとしか言わざるを

得ない。畜産農家の経営において、今競り価格は顕著に高値を維持しているわけな
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んですが、余りにも与論島、沖永良部島と比べて処理料が高いわけでございます。 

 民間の法人企業、いわゆる産廃業者どの業者もですが、往々にして営利企業、営

利を利益を求めていく、そういうのが民間の企業でもあるわけです。そこにはいろ

んなノウハウを持って、経費を抑えながら利益を追求していくというのが民間企業

であるわけですが、仮に民間でこの話が進んでいって、損失が発生するというふう

な事態も考えられないでもないわけです。その今御提案をしてきている業者に対す

る補助、助成等の話はあるんでしょうか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先ほどの概要書の中では、先ほど成牛が１２万と申し上げましたが、そのうち、

これは一方的な向こうの概算書でございます。町に４万円で、ＪＡに２万円補助を

していただきたいと。農家負担を６万円にしたいということでございます。同じく

４月から１２カ月齢についても１万８千円の町補助と１万２千円の農協補助、ゼロ

歳から３カ月についても町に６千円、ＪＡに４千円という、基本的に２分の１は農

家負担、２分の１は町とＪＡでお願いしたいというようなことでございます。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 まさしくそれが目的で、民間企業、営業を進めたいという思いであろうかと思い

ます。 

 今、その民間企業、産廃業者がおっしゃる助成の額を今課長からお聞きしました

が、こういう額を助成をするのであれば、今徳之島で６００頭、７００頭という死

亡牛が発生するわけです。年間でいけば何千万の助成を産廃業者は要請をしてきて

いる状況にあるわけです。この話を進めていくという中でこれは大きなポイントに

なろうかと思います。どうぞ、そのあたりをしっかり踏まえて今後の協議に進めて

いただければなと考えております。 

 死亡牛が産廃であるという定義を求めるのであれば、産廃の排出者──産業廃棄

物の排出者は農家になります。農家でもってマニフェストを起こして、そしてそれ

から業者で焼却をしていくということになると思います。農家で排出をする、産廃

処理をする、この産廃の処理を島外で処理は可能でございましょうか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 島外、鹿児島県におきましては、鹿児島本土に９工場、これ民間の工場ですが、

会社としては８社ございます。これは化製場等という施設でございます。化製場と、

今お話ししている死亡獣畜の処理施設、これはちょっと若干違いまして、化製場に

なりますと、その死亡した牛の皮ですとかいろんな部位を取ったり、また飼料にし
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たり餌にしたりと、そういうことをする施設なんですが、そういうところがござい

ます。 

 聞いたところ、種子島だったか、これは定かじゃありませんが、種子島は鹿児島

のほうに海上輸送しているということであります。ただ、徳之島から成牛であれば

５００kg、６００kgです。そういったものをそこのほうに海上輸送で持ち込むとい

うのは、非常にちょっと難しい話かなと思ったりもしています。 

 先ほど議員からもありましたが、今３０年度なんですけれども、徳之島三町にお

いては、死亡牛が６８７頭いるところです。そのうち９５頭はＢＳＥの家畜保健所

において焼却されますが、残り約６００頭近くが、今保健所の特別埋却許可をいた

だいて埋却する頭数ということでございます。 

 先ほどの質問に戻りますが、そういった海上輸送でそこまで持ち込むというのは、

議論はしたんですが、まだ相手先にもそういった具体的な相談はしていませんし、

ちょっと難しいんではないかという結論に至っています。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 この産廃処理、１頭当たりの１２万円という料金、非常に高過ぎる。その方向で

行くのかどうか、まだ決定はしていないと思いますが、産廃業者においても、この

設備を、焼却設備を投資するに当たって、初期投資は相当大きなものがあろうかと

思います。今御提案をしているこの１業者は、もう既にその設備投資はされている

んでしょうか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 まだ、その設備投資は行っておりません。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 わかりました。産廃業者が、この死亡牛を焼却していくという、その御提案、初

期投資も大きいでしょうし、また、あらゆる法的な基準をクリアーしなければなり

ません。財政的にも大変厳しいのではないだろうか。そのために助成を公共のほう

に求めてきているのではないだろうか。非常に不安定な要素が往々にしてあろうか

と思います。そういう中で、課長として、この公的な設備が望ましいのか、民間の

方向が望ましいのか、課長の御所見、お伺いします。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先ほど、近いところで沖永良と、また与論町と、また喜界町にも、喜界町は、ま

た民間の建設会社がそのような焼却施設を整備してあるようでございます。 

 しかしながら、沖永良部と与論の規約とかそういったものも取り寄せてございま
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す。向こうにつきましては、先ほど料金のことを言いませんでしたが、与論につい

ては、成牛で３万３千６３５円、沖永良部については５万５千円という処理料金で

ございます。 

 そういった中で、その利用料収入で賄っていって、あと経費の部分で赤字になれ

ば、町とＪＡがそこを補痾するという形をとっております。 

 ちなみに３０年度の決算の中で、沖永良がそこに補痾した額は１２２万円、与論

島が１３３万円ということであるようです。ですので、そういったことを考えると、

当然利用料金も多少農家の方に相応の料金は負担していただきますが、そのような

利用料収入でしっかりと施設は回していけるんではないかというふうに思っており

ますので、これは決定ではございませんが、私としては公営方式のほうが望ましい

んではないかというふうに考えています。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 私のほうも課長の御所見に賛同したいと考えております。民間の方向で進めてい

くには余りにも不安定要素がありますし、また１２万円という料金、こういった料

金を提示されますと、このへい獣処理という規制が、また逆戻りをして、農家はそ

うであれば、もう敷地内にまた埋却を使用という逆のことも考えられます。そうい

ったところで、ぜひ公的な処理場の建設、こういった方向で話を進めていただけれ

ばと御努力をお願いしたい。 

 また、公的な施設をつくっていくという方向になれば、適正な処理料金というも

のがあろうかと思います。公的な施設ほど持続可能な、そして畜産経営において農

家が安心できる施設であろうと、そういうところがあると思います。また、先ほど

来、出ております沖永良部島、与論町の経過、実績などを十分に参考にしていただ

いて決定すべき案件であろうと思います。 

 以上、要請いたしまして、この件については終わりにしたいと思います。 

 続きまして、２項目め、台風緊急対応について。 

 １点目、食料品の入荷対策についてでございます。１回目の答弁を町長からいた

だいております。若干重複すると思いますが、質問をさせていただきます。 

 徳之島は外海離島、海上輸送は不可欠でございます。生活を支えるライフライン

でもあることは、皆様周知のとおりでございます。事、台風が接近しますと船舶は

欠航になる。また台風の速度によっては長期の欠航となります。それが先月８月の

台風１０号が典型的な事態であります。 

 台風１０号は、中心のその勢力というのは、そこまで大きくはないんですが、強

風域が１千kmと、そして南海上から徐々に上がってくるのかなと思えば、ゆっくり

としたスピード、これが長期化になるという典型的な夏特有の台風であるわけです
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が。しかも、この台風１０号は、お盆前の長期欠航で町内の各店舗は品薄になり、

町民の皆様はお盆の準備に大変苦慮したと思います。 

 昨今の気象予報は、以前よりも精度が高度化し、またインターネット配信におい

ても的確に情報がとれる時代でございます。そういう時代の中で、船会社との運航

情報を共有する、これが一番のポイントになろうかと思いますが、船会社とまた行

政、商工会、商業店舗事業主、このあたりが船の運航見通しというものを情報を一

つ共有していただいて、欠航前の１、２便、その欠航するその前の１、２便を有効

に利用して、食料品等の仕入れができればと思うわけでございます。 

 町内の店舗の貯蔵施設も手狭で、大量の仕入れが困難な状況であります。そこで

長期の欠航が出て、町内の店舗事業者が大変となれば、緊急対策、非常時の対策と

して、冷凍、冷蔵、このコンテナを事前にリースして、平土野港周辺に設置をし、

２日、３日、または３日、４日分の貯蔵対策はできないものでしょうか。これは長

期欠航時の緊急対策としてでございます。スピードが速い台風であれば、２日、

３日の欠航でおさまるのでしょうが、ただこういうゆっくりとした台風、しかも強

風域が大きいという台風、これからも発生しないとも限りません。そういう緊急な

措置として対応できないものだろうか。商工会や、また各店舗事業主との情報交換

を踏まえて検討いただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○商工水産観光課長（祈 清次郎君）   

 冒頭、町長の答弁にもございましたように、離島であるがゆえ、台風等により船

舶が欠航いたしますと、食料品を初め、あらゆる生活物資の搬入が滞ります。特に

ことしの夏の先月の８号、１０号の連続発生によって、約１０日間ほど、その中に

１５、１６、上り下り１便ずつの寄港はありましたが、かなり長期間にわたって欠

航いたしました。御質問のように、町内、島内の店舗の棚は品薄となった状況で、

住民の皆様には不便や不安を抱えたことだと思っております。 

 それで、これまで各離島類似市町村や本町におきましても仕入れ対策につきまし

ては、各個々の事業所で行ってまいりました。御指摘のように、今後このような台

風、長引く欠航がないとは限りません。それで、今、具体策としては、ここで申し

上げることはなかなかできませんが、今後について、対策については、関係者とと

もに考えていきたいと。特に、本町につきましては、高齢者１人事業主による小規

模店がほとんどであります。そういったところで商工会と連携をしながら、そうい

った緊急時の対応、負担割合や管理について、今後協議を進めていきたいと考えて

おります。 

 さきの東日本大震災で国の農林水産省では、緊急時に備えた食料の安定供給対策

推進事業というのを実施しております。食品産業事業者における緊急時に備えた取
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り組みということでありますが、この事業を見ますと、震災ですとか大型災害によ

ったものでありました。このような通常、毎年起きる台風につきまして、議員から

御提言のありましたようなことを踏まえて、今後、協議を進めていきたいと、考え

ていきたいと思っております。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 船舶が、海上輸送が長期欠航いたしますと、町内の店舗の食料品が品薄になりま

す。町民の方々は、その際、隣町へ買い物に出かけてまいります。徳之島町亀津に

は、大型店舗が４、５店舗ございます。これは皆様、御承知のとおりでございます

が、この大型店舗においては、大きな貯蔵施設を十分に完備をしております。本町

にも商工会専用の貯蔵施設があれば、町外への買い物流出防止にもなるのではない

かな、町民の不安、不便も払拭できるのではないかな、そういう思いがございます。 

 町長の施政方針に、「平土野港多機能港湾施設の実現」とございます。昨日もこ

の件について御答弁をいただいておりますが。今現在、基本構想策定などという運

びとなっているとお聞きしましたが、まさに多機能型というのはどういうものであ

ろうかと。総論で言えば、観光であったり、物流であったり、災害対策であったり

と思います。各論でいきますと、クルーズ船の入港、または定期船の入港バース、

またはタンカー船、その他海上保安とか自衛隊の接岸できるバースと、こういった

ものの実現に向けてということになるわけだろうと思いますが、その多機能の中に、

やはり貯蔵という災害時の緊急時の貯蔵という機能も、町長、私は含まれるもので

はないだろうかと思いまず。決して、食料品のみじゃなくて、食料品はもちろんの

ことですが、医薬品だとか介護用品など、そしてまた畜産用の飼料等の貯蔵機能、

こういったものも入れてはいかがではないかなと考えるところでございます。ぜひ

平土野港多機能港湾新設、この基本構想の中に、この貯蔵機能も含んでいただきま

すよう御提言、要請をしまして、この質問を終わりたいと思います。 

○議長（武田 正光議員）  しばらく休憩します。１３時から、午後１時から再開いた

します。 

休憩 午後 ０時００分 

─────────── 

再開 午後 １時００分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 平岡議員、質問を続けてください。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 それでは、２点目の農産物の出荷対策についてに移らせていただきます。 
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 今期のマンゴー出荷量、売り上げの見通しでございますが、私が聞くところによ

りますと、例年の、昨年度の３割から４割の減とお聞きしております。これも台風

１０号による船舶の長期欠航、約１０日間の出荷停止、このような事態において、

生産組合、各農家は、冷蔵保管庫の確保に大変苦慮したそうでございます。その間、

劣化が進み、商品として出荷ができないことが大きな要因の一つでございます。 

 このような現状を、農政課としては把握されているのでしょうか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今回の１０日間ぐらいの船便の欠航というものに対して、特にマンゴーですが、

出荷ができずに困ったということは重々承知しております。何件か聞き取りもして

おります。マンゴー組合のほうは、自分たちで所有している冷蔵庫で保管したとか、

また、ある方は自前で業務用冷蔵庫があるということで保管したというところでご

ざいました。 

 しかしながら、通常、例年、３日、４日ぐらいの欠航であれば、品質低下もさほ

ど大きくないんですが、１０日間ほどということで、非常に炭素が入って品質が劣

化したという話も聞いております。また、マンゴー組合のほうですが、先ほど議員

がおっしゃったように、４割程度ちょっと出荷できずに困ったという話は聞いたと

ころでございます。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 昨日の一般質問の中でも出ておりましたけども、マンゴーは本町のふるさと納税

の返礼品の目玉商品の一つでもあります。来年度以降もこのような台風が来て、こ

のような事態が起きないとも限りません。町として、農家の生産意欲を減退させな

いためにも、また農家育成という観点からも、冷蔵保管施設の整備と、生産組合へ

の、そしてまた農家への助成の手当等が喫緊に必要と思われますが、いかがでしょ

うか。 

○農政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 このような欠航が続いたときの冷蔵設備なんですけども、これにつきましては、

今まではなかなか具体的な要望がなかったところでございます。もし、マンゴー組

合、またそれぞれの生産農家からそういった要望があれば、ちょっと明確には言え

ませんが、そういった状況も把握した上で、何らかの対応がとれればというふうに

思っております。 

 それと町長の答弁にもありましたが、航空便、飛行機便ですね、これについても、

今現在、運賃が３割増しぐらいということであります。こういったところも含めて、
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総体して総合的に検討していきたいと考えております。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 ぜひあらゆる角度から農家を守る、マンゴー農家を守るという意味合いからも、

冷蔵の保管施設、また今言われる航空便あたりの対策を講じていただきたい、その

ように思います。 

 町長にお聞きいたします。町長は以前、農政課長時代、先頭に立って、大型ハウ

ス設置導入や園芸振興に汗をかいてこられました。そういう点では、このハウス事

業、ハウス園芸、マンゴーについては深い思い入れがあるのではないでしょうか。

いかがでしょうか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 マンゴーの生産農家の出発のときから私はかかわってきたというふうに思ってお

りまして、特に、このマンゴーの生産農家の皆さん方とは、若いときからおつき合

いをさせてきていただきました。そういう中で、このマンゴーというものは、奄

美・徳之島を代表する熱帯果樹ということであります。そしてまた、日本に誇れる、

そういう農作物だというふうに私は認識をしており、やはり、またこれからもマン

ゴーが日本に広がっていければというふうに思っております。 

 そのために、しっかりと生産組合の皆さん方とも話し合いを語りながら、冒頭申

し上げましたけれども、このような場面というのは、なかなかこれまで、台風が直

撃しても２日後にはまた船が下る、上るとかという、そういった状況でありました

けど、議員がおっしゃるように、これだけ大きな勢力を持つ台風というものについ

ての認識を、やっぱり改め、その対策はしっかり対応していかないといけない。そ

ういう中で、マンゴー生産組合の皆さん方と語りながら、そういう大型冷蔵施設、

そうしたものが皆さん方からぜひ必要であるということであれば、また私たちとし

ては、国県にも要望をしながら、その導入に向けて力を、汗を流していきたいと、

そのように考えております。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 産業振興の中で大変農家が苦しんでいる中、農家が台風を呼んできたのではない

わけです。不可抗力的な影響で大変農家が困惑をしている状況、そういう状況に、

やはり行政として、どうやって施策を持っていけるのか、そしてまた政治として、

政治家として、そこをどうやって取り上げて、この改善に結びつけていくのか、こ

れが非常に大切だろうと思います。 

 町長の施政方針の中で述べております直売所の新設整備計画がございます。その

直売所施設に、熱帯果樹生産組合も移転、併設できないのでしょうか。組合員もそ
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の実現を強く望んでいるわけでございますが、町長、いかがでしょうか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 なかなかその実現できないということで苦慮しているところでありますが、やは

りそこには、いろんなその生産組合の方々が一緒になって協力しながら、私たち自

分たちの農産物をしっかりと販売し、展開していくということには全く問題はない

というふうに考えております。ぜひ総合力で、そのような事業、施設を展開できれ

ばというふうに私は期待をしております。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 直売所に併設していただいて、６次産業化の促進、また加工商品の確立など、今、

マンゴーの加工については、急速冷凍技術や缶詰加工など、あらゆる方向性が考え

られます。また、そこには雇用も発生すると考えております。ぜひ直売所新設計画

に盛り込んでいただければと思っております。 

 営農推進本部が提言をする営農ビジョンにおいても、マンゴーは戦略品目の一つ

です。その推進方策には、流通・販売対策の強化や地産地消、６次産業化の推進、

促進、また生産・加工・流通・消費に至る一体的な政策の展開が必要と明記されて

おります。これからも、ぜひ災害に強い戦略的な取り組みを要請いたしまして、こ

の質問は終わりたいと思います。 

 次に、３項目め、町政運営について。 

 １点目、臨時職員の処遇についてでございます。この質問は、６月議会の一般質

問の続きになりますが、その答弁の中で、９月議会において事実関係をしっかり確

認した上で報告しますと保健福祉課長から答弁をいただいております。保育行政に

おいて、１６年間勤めた臨時保育士の、期間満了に伴う、そしてまた再任用手続と

その処遇についてでございますが、この報告をお願いいたします。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 平岡議員の御質問の後、現場の保育所長と主任と３回、４回ほどお話しさせてい

ただきました。その中で、まずその方は、平成２９年度、嘱託の保育士さんでした。

個人的なというか、その方の申し入れにより、代替保育士さんということで、嘱託

保育士さんから代替保育士さんにかわっております。これは本人の希望によっての

異動になります。３０年度、代替保育士さんで業務していただきました。３０年度

の末になって、嘱託保育士のほうに復帰できないかという相談をいただいておると

ころです。その中でも、今年度、新年度の学級編成、あるいはスタッフの編成とか

の中で検討させていただきたいという中で話が進んでおりました。 
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 クラス編成とスタッフの編成が済んだ中で、実はその方、確かにスキルはござい

ます。保育能力は持っていらっしゃいますけど、保育士の資格がないという中で、

どうしても優先順位としては保育士さんが先に嘱託で入ってきますので、新年度に

ついては引き続き代替保育士さんでお願いしたいというところで雇用通知をお届け

したところです。 

 ４月いっぱい勤務いただいた中で、４月の下旬か５月の上旬だったかと思うので

すけども、別のところに仕事を見つけたと、お世話になりましたというところで保

育所のほうに報告というか相談があったそうです。その間、４月の間に、その本人

さんから勤務日数の相談とか、退職報告時に、もうちょっとこうしてほしかったと

かいう要望についてはなくて、その後も新しい勤務先へ勤めた後も、元の職場、保

育所に遊びに来てもらって、今の職場は楽しいんだという話もしているところです

というところで確認いただいているところで、御本人さんは何かしらの要望が通ら

なかったとかいう部分は余り抱いていないというふうに私たちのほうは考えており

ます。 

 以上です。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 今、課長のほうから説明がありましたけども、この方は有期雇用、期間設定の雇

用者であります。ことしの３月３１日までが期間、そして４月１日から再雇用とい

うふうな形。以前は嘱託保育士ですかね。そして４月から代替保育士ということで

よろしいわけですかね。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 済いません、時期のほうははっきりしないのですけれども、２９年度、おととし

の途中で、嘱託ではなく代替のほうでお願いしたいというふうに申し出があったと

聞いております。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 平成３０年度において、この保育士はフルタイムで働いているわけです。有期雇

用の中で、３月３１日期限でフルタイム働いている。それを４月１日から代替保育

士という雇用通知を持ってこられて、継続で、また更新をして雇用と。そこには労

働時間、勤務時間の表示がないわけですね。労働の実態はどうかと言いますと、今

までずっとフルタイムで働いていて、そして今度４月１日から代替保育士として更

新をするわけです。雇用通知書が届いております、町長名で。そこには、通知書の

中に勤務時間というのがあるわけですが、この勤務時間が表示されていない。いわ

ゆる代替保育士ですから、いわゆる自宅待機ということもあって、その勤務時間が

表示されなかったのではないかなと想定されますが、今までずっとフルタイムで働
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いていた、実態労働が。それを更新して、今度は代替保育士で勤務時間も明記でき

ない、大きくその労働実態、労働時間が変わるわけでございますね。そのあたり課

長は認識されておりますか。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 まず、代替保育士さんの雇用通知についてなんですけれども、まず大きく、７時

半から１９時、午後７時までが保育士さんを雇う時間になります。つまり、保育を

行っている時間になります。その中で９通りの最短が２時間、最長で８時間４５分

の勤務時間をお示しして雇用通知を出しているところです。 

 今３０名足らずの代替保育士さんを今お願いしているところですけれども、当然、

その中には、週５日、６日の方もいらっしゃいます。中には、月１日の方もいらっ

しゃいます。これ理由が、代替保育士さんというのは、まず嘱託職員の保育士さん

が土曜日出勤する都合上、どうしてもほかのウィークデーに休みがあります。で、

そこに入る。あと本人、御家族の病気等で急遽休まざるを得ない、そこのところで

入るという、非常に不定期な雇用にならざるを得ないというのがあります。 

 もう一つが、その現場の状況ですね。例えば、このクラスはこのスキルを持った

保育士さんのほうがクラスとしてやりやすいとか、この子はこの人が去年見ていた

ので、何とかこの人に先に頼みたいとかいう、現場で子供たちのよりよい保育環境

をつくるために、当然その中で優先順位というのは、声をかける優先順位は出てま

いります。４月年度当初、動き始めるわけですけれども、その中でやはり年度初め

ですので、そうそう嘱託職員のほうも休むわけでもないので、どうしても４月あた

りは代替さんの雇用というところは、ちょっと薄くなるのかなというところは思っ

ているところです。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 若干内容が把握しにくいところがございますが、この該当の職員でございますが、

４月１日から労働条件通知書というのを役場が発行しております。その中に、いろ

んな項目が、労働条件、うたわれているわけですけども、「始業就業の時刻等」と

いう欄がございますが、そこに何も時間帯の指定はないわけです。いわゆる代替で

すから、自宅待機をしなければいけないわけで、その始業とかそこら辺の選定がで

きないというところで、これは記入がないものだろうなと私自身思うわけですけど

も。 

 ３月３１日までフルタイムで働いていた、それに伴って、その収入で生活をして

いるわけです。これが４月１日に更新となったときに、フルタイムで働けない、自

宅待機という、大きく労働条件変わるわけですね。そういう更新をする場合、やは
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り事前に４月１日からはこうなりますよ、そういう説明があっても私はよかったの

ではないだろうか。３月いっぱいでいろんな保育士の募集をかけている中で、４月

以降の体系が変わるとわかったときに十分な説明が行われているかどうかと。そこ

で私は、これは大きく法的に抵触するのではないかという質問を、せんだってした

わけなんですが、この手続上で、課長、法的に抵触はしませんでしょうか。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 まず雇用通知書の件です。そこにつきましては、平岡議員の御指摘のとおり、本

来であれば、何日以内、せめて「何日以内」って表示しなければいけないのかなと、

今現場とも話はしているところですが、恐らく労基法の中では、そういう「以内」

という表現はよくなくて、ちゃんとしなきゃいかんねと。今、じゃあその代替さん、

本人の時間が空いている。雇いたい側の打診があった中で、両方が成立したときに、

初めて勤務日になるわけですよね。中には代替さん電話しても、今日はちょっとだ

めです、用事がありますということで、１人、２人、３人って、その代替さんを当

たっている日もあるわけですよね。そこでどうしても「何日」というところがうた

えない。では、うたえない雇用形態のところは雇用通知の中にどう表現すればいい

のかなというのは、勉強させていただきたいと思います。 

 今回のこの方の件につきましては、本人から嘱託の希望があったときに、先ほど

申し上げましたけれども、やはり資格がないというところで、ちょっと厳しいもの

はあるかもと。代替の可能性あるというのは話をした中で、御本人さんも十数年保

育士として現場で働いてもらって、そのスキルも知識もある方です。その中で、そ

ういう話の中で、雇用形態が変わるというのは認識していただいているというふう

に考えているところです。 

 もし、その説明が足りないとすれば、またこちらとしては申しわけなかったこと

だとは思っているんですけども、嘱託さんから代替さんに移って、代替さんから嘱

託さんに戻るというその流れの中で、その方の中に代替の勤務体系、嘱託の勤務体

系というのは持っていていただいていたものと考えているところです。 

 以上です。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 いろいろ説明を受けるんですが、私はちょっと腑に落ちないところがございます。

３月３１日、そして４月１日で反復更新、更新がされる。以前はフルタイムで働い

ていて、そして４月からは待機保育士として、ずっと家で待機だと、そのことにつ

いてなんです。労働条件が大きく変わるわけですね。変わること、これが法的に、

この更新はおかしいのじゃないかと、雇いどめをしようと思って恣意的にされてい
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るのじゃないかと言われてもおかしくないのじゃないかと、そう思うわけでありま

す。 

 そういう中で、そのような労働条件を大きく変えるのであれば、事前の説明が十

分に施されたのかどうなのか、実施されたのかどうなのかということなんですが、

役場のほうからは、３月２９日ですよ、２日前ですよ、２日前に、４月以降は雇用

できませんというふうな話があったり、そして、４月３日になって、代替保育士と

して、また再度働いてもらえませんかと通知が来たりと、いろいろあるわけですね。

私が申し上げたいのは手続上の問題であります。 

 この件について、いろいろ私も調べるんですが、労働基準法第１２条第２項は、

地方公務員については適用外とされていると。ですので、労働基準法は適用されな

いというところ、期間満了によって当然に職員としての身分は消滅すると。要する

に３月３１日で職員としての身分は消滅すると。地方公務員法ですので、労働基準

法は適用されないということなんですが、しかしながら、結果として、複数回にわ

たって同一の者を同一の職務内容の職に再度任用している場合に、何の予告もなく

再度の任用を行わないことは、当該者に多大な影響を及ぼすことが想定されるため、

事前に十分な説明を行う、他に応募可能な求人を紹介するなど配慮が望ましいとう

たわれているわけです。ですので、本人さんにとっても、４月以降、働く時間もな

い。ですので、ほかの仕事を探さなきゃならないんですよ、そのように役場が、保

健福祉課が仕向けていったと感じとられてもおかしくないわけです。若干の解釈の

違いはあれども、それは十分な説明がないと。ですので、任命権者として、説明の

責任、配慮義務に欠けていたのではないかなと私は問いただしているわけでござい

ます。 

 これからも労使間のあらゆる事務手続等があろうかと思いますが、そこには十分

な説明をしていただいて、労使間とも納得をした上での手続を進めていただきたい

と、そのような御配慮をいただきたいと思っているところでございますが、いかが

でしょうか。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 まず３月の末に代替保育士さんの引き続きの雇用通知をお届けしたところです。

もともとその方は代替保育士さんなので、新年度も改めてというところで、その雇

用と解くというところは、場面は一度もございません。 

 もう１点が、その現場の所長と主任と話をした中で、私が説明に行ったほうがい

いかと、本人さんは不満を抱いてないですかと、疑問も抱いてないですかというと

ころを再三念押ししたところです。その中で、その必要はないと思う、逆に本人さ
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んが恐縮するかもしれないので必要ないと思いますよという返事の中での今回の話

でした。 

 今後につきましては、今、議員がおっしゃったように、労基法ございますので、

また当然、スタッフとして頑張ってもらっている皆さんですので、その雇用条件と

か今後のことについては、より丁寧にしっかりとした対応は行っていきたいと、も

し今回、言葉足らずのところが、もしあるんであれば、さらにまたきちんと説明し

なきゃいけないと思っておりますし、子供たちの保育に携わっていただく大事な

方々ですので、真摯に取り組んでいきたいと思っているところです。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 ぜひ労使間で十分納得の中で、説明責任を十分果たしながら、配慮義務を果たし

ながら、諸手続、いろんな手続は進めていただきたいと、それを要請しまして、こ

の件については質問を終わりたいと思います。 

 ２点目の会計年度任用職員についてでございます。この件は、私自身、現在、勉

強中でございまして、間違った質問があれば御容赦いただきたいと思います。 

 全国の自治体において、正規職員は減少しつつ、しかしながら非正規職員は増加

の傾向にあります。資料によりますと、平成２８年４月時点で、全国で６４万人と

いう数字が出ております。その中で、この非正規職員こそが今や地方行政の重要な

担い手であり、本格的、恒常的業務を担っているということになっております。本

町の臨時職員においても同じことが言えるのではないでしょうか。 

 そのような中で任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保され

ないことから、今回、法律の改正に伴い、本制度の導入をするということであろう

かと認識をしております。 

 本町において、令和２年４月１日からの施行でございますが、この制度に移行し

なければならない対象の臨時職員数は大体何名ぐらいになると思われるのでしょう

か。 

○総務課長（米村 巌君）   

 お答えします。 

 今条例制定を、今回議会のほうに議題として提出をさせていただいています。そ

の中で、今の筆耕職員が作業員、それから委託、全部含めて役場の関係の仕事をし

ている方全員が１９３名、そのうち場内の人数が７３名か、この辺はちょっと全体

に携わっている、今会計年度に移行とする中で、その方々がどう分類をするかとい

う中で会計年度雇用の中で分類をしていきます。その中で、全体で携わっている、

今分類を、作業を、今進めているところでありますが、大体１９３名という方が今

役場の中に携わっているということです。これは先ほど出ました代替さんも含めて
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ですね。 

 その中で会計年度雇用は、その中での分類があります。まずは、その中で振り分

けていきます。そうすると、おのずと今、考えているのが、大体約１３０名程度じ

ゃないかなと今予定はしていますが、この辺が今申し上げる数字でありまして、ま

だはっきりとした数字はつかんではいません。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 わかりました。この制度に移行しますと、会計年度任用職員は、諸手当の支給の

ほかに期末手当の支給が可能となるというふうにうたわれております。こうなりま

すと、従来の人件費の予算よりも上のぼるのではないだろうかと思うわけでござい

ますが、この財源の確保、予算措置はどのようにお考えになっているんでしょうか。 

○総務課長（米村 巌君）   

 お答えいたします。 

 今、平岡議員さんがおっしゃるように、今の雇用している中で、期末手当を支給

しなさい、通勤手当を支給しなさいという中での分ですると、今ざっと試算をしま

すと、やっぱり１億を超える分が上乗せになります、毎年。その中で今、鹿児島県

全体の中で県が動いているのは、国のほうに交付税の申請をしているのですが、ま

だその辺がはっきり明確になってないということで、私たちは今４月に向けて動い

ているわけです。その中で少しでもその辺を減らすためには、今の人数の雇用では

できないのではないかなという判断は今しているところであります。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 今、答弁の中で、従来の予算に１億近いものが上乗せになると。この分について

は国に予算措置をお願いするというところなんですが、ぜひそれは予算措置をして

いただかなければ、大きな費用がかかるものだろうと思います。これは国に予算を

お願いして、満額いただけるというふうにお考えなんでしょうか。 

○総務課長（米村 巌君）   

 お答えいたします。 

 県下全総務課長会がありました。その中でも議論をしましたが、県の職員も講師

として、私たちの講師として研修会をしたところですが、そういう質問の中では、

やはり全額は全額来ないものと思ってくださいという中での話はありました。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 そこが一番心配をするわけでございます。ぜひその上乗せになる部分は、国のほ

うから交付金などをいただければと思うわけでございます。我が町の、本町の筆耕

職員、特別職、臨時職、こういった方々が、この会計年度任用制度に移行をしてい

く中で、一番働いている臨時職員にとっては、給与水準がどのようになるのかとい
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うところが非常に心配なところだろうと考えています。 

 この給与水準については、職務給の原則、均衡の原則等に基づき、当該会計年度

任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の諸号給の給

料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要なる知識、技術及び職務

経験等の要素を考慮して定めるべきと書いておりますが、制度移行の前と後ろで給

与水準が大きく下回るのではないかと懸念されるわけなんですが、この辺の水準は

どのようにお考えでしょうか。 

○総務課長（米村 巌君）   

 今、平岡議員がおっしゃるとおり、今の給与から下回ってはいけないというのが

ありまして、これについても、やはり大島郡ももちろんですが、各市町村、足並み

をそろえましょうという中で、私は徳之島三町も、その給与水準については徐々に

引き上げていくのはいいのですが、当初は、やはり今の中での現状より下回らない

ような給与設定をしなければいけないということで考えておるところであります。 

○１番（平岡 寛次議員）   

 ぜひその現行の給与水準、年収ベース、こういったもので下回らないように職員

のこの仕事に対する熱意をそがないような、そういうことも念頭に入れながら、こ

の給与水準を確立していただければと思っております。 

 地方公共団体が多様化、高度化する行政ニーズに対応していくためには、個々の

職員の職務能力の向上を図ることはもちろん、業務の種類や性質に応じて、正職員

のほか臨時、非常勤務職員や任期付職員等の多様な任用・勤務形態の職員を適切に

組み合わせ、最小のコストで最も効率的な行政サービスの提供を行うことが重要で

あると書いてございます。ぜひこのような観点を要請いたしまして、この会計年度

任用職員制度にきちっとした移行を図っていただきますようお願いをいたしまして、

私の質問をこれで終わらせていただきます。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、平岡寛次君の一般質問を終わります。 

 次に、８番、秋田浩平君の一般質問を許します。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 町民の皆様、こんにちは。まだ残暑が厳しい毎日ですが、体調には十分気をつけ

て、お互いに頑張っていきましょう。 

 それでは、先般通告しております２項目、３点について質問をさせていただきま

す。 

 １項目め、施政方針について、地方創生の推進と均衡のとれた町土形成、１点目、

定住促進について、２点目、公衆衛生について。 
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 ２項目め、地方創生について、子育て支援についてです。１点目、国の保育料無

償化について、以上、２項目３点について質問させていただきます。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの秋田議員の質問に対し、答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、秋田浩平議員の御質問にお答えいたします。 

 第１項目、施政方針について、地方創生の推進と均衡のとれた町土形成、その１、

定住促進についてということでございます。 

 お答えいたします。定住促進を進めていく上で、住宅の確保が最優先の課題であ

ると考えております。町では、町営住宅建設はもちろんですが、町内におきます空

き家の利活用を促進し、良好な住環境を確保するという観点から、天城町空き家改

修費補助金交付要綱を定め、空き家改修を初め必要な施策を進めているところでご

ざいますが、この定住促進という観点から、さらにその住宅の確保については進め

ていきたいと考えております。 

 その２、公衆衛生についてということでございます。 

 お答えいたします。６月議会においても、秋田議員からこの公衆衛生については

御指摘がございました。その後の取り組みといたしまして、町区長会、そして町地

域女性団体並びに集落座談会改め「むーるし語ろう会」等において、ごみの減量化、

発生抑制への取り組みについてお願いするとともに、ポイ捨てや不法投棄防止等に

ついての住民への説明を行ってきたところでございます。 

 また、８月からは、家庭用生ごみ処理機購入費助成事業の助成額を増額し、家庭

から排出される生ごみの減量化、資源化の推進に取り組んでいるところでございま

す。今後も町民の皆様方に広く周知をしていまいりたいと考えております。 

 ２項目め、地方創生について、子育て支援、その１、国の保育料無償化について

ということでございます。 

 お答えいたします。今年度１０月より幼児教育の無償化が実施されるという運び

になっております。内容といたしましては、３歳以上の幼児、そして０歳から２歳

までの非課税世帯の幼児の保育料等の無償化でありますが、現在、その準備を進め

ているところでございます。 

 以上、秋田浩平議員の御質問にお答えいたしました。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ただいま１回目の答弁をもらいましたが、まず１点目の定住促進について質問さ

せていただきたいと思います。 

 昨日の吉村議員、または昇議員のほうからも同じ定住促進について少し出ており
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ました。私は２８年、この問題を聞いております。ですが、それ以後の進展が、私

の中に見えないというのが現実にありまして、再度質問を取り上げさせてもらいま

した。 

 まず、現在の定住促進という枠組みの中での現状ですね、動き、これ課長のほう

から説明、お願いしたいと思います。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 定住促進につきましては、まず第一に、定住促進の一番重要なものは住環境の整

備かと思っております。そのほかには、子育て支援、雇用の場の創出、そして移住

定住の促進ということが大きな柱ではないかと考えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 まず、来てもらってなんぼです。来てもらうのには住宅問題が一番大きな要素だ

と思います。これは私もそう思っております。 

 これ何でこういうふうな定住促進が進んでないのかなという思いが出たのが、教

育委員会、山海留学三京分校、今度９月からまた１人来ます。そのときに住宅がど

うしても見つからないと。隣の当部集落だという話がありました。その後、地域お

こし協力隊の方と話す中でも、地元に定住は考えていると。でも今のところ住宅が、

適当な住宅がどうしても見つからないと、どこかないですかねと言う。もう、行く

とこ行く。で、Ｕターンとかで帰ってきている方で、今帰ってきて行くとこなくて

親と同居している方からもこういう話は出ます。ですので、住環境というのは本当

に大事なことだと思っています。住環境あって、住むとこあって、初めて子育てと

かそのもろもろのところに行き着くのじゃないかなと。仕事もそうですけど。そう

いうような形じゃないかなということで、この問題を取り上げています。 

 きのう吉村議員からも出ましたが、今天城町では、この定住促進に対して、担当

はどういう形で職務を従事しているわけですか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 まず最初に、空き家改修の補助事業を今実施しているところであります。それと

今後、天城町お試し移住体験事業という要綱をつくりまして、１月からちょっと実

施してみたいということで、大まかなある程度の要綱はできておりますが、１２月

ごろに補正予算を計上させていただいて実施していければというふうに考えており

ます。 

 そのお試し体験事業につきましては、お試し移住体験期間はおおむね５日から

２週間程度とする、お試し移住体験期間中の滞在先は、天城町の宿泊、民間の施設
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を利用するということです。宿泊に対しては、町からの助成金を検討しています。

あとお試し移住体験期間中は、町内の企業と短期の雇用契約を結び、職業体験を実

施するということなど計画に盛り込む予定としております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今課長がおっしゃったのは、後ほどちょっと聞いてみようかなと思っていること

に関してなんですが、現在、私が言っているのは、企画課でこの定住促進に対する、

昨日も出ていますが専従職員がいるのかいないのかなんです。どうでしょうか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 専従職員はいません。兼務職員となっております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 専従職員はいないと。現在、都会からＵ・Ｉ・Ｊ対象になると思いますが、そう

いう方からの問い合わせはどういう形で今現在行っているわけですか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 ホームページのほうに、その移住定住促進のページを設けまして掲載してござい

ます。その中に問い合わせ先等は記載されているかと思います。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 だから、そのホームページ等を見て問い合わせしたときに、問い合わせに対する

今現在、先ほども出ていましたがね、ホームページに出ているの全部埋まっている

から、その次のことに関する答弁は、今のところやっていないという捉え方でいい

わけですか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 その空き家バンクの登録につきましては、ＡＹＴの文字広告等々に掲載をして、

広く住民の皆さんに周知はいたしております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 だから、空き家バンクのこの登録、要綱、私、再度目を通しました。でも、これ

を見て、幾ら見てあれした場合に、実際に見ないで直接Ｉターンしてきた方が、家

をあれなんですけどって役場に来たときですよ、サイトを見てなくて。今現実にも、

後で触れますが、島に、もうＵターンで帰っている方は結構います。そういう方が

来たときの対応は今現実にどういうふうにやっているかということなんです。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 
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 それにつきましては、先ほど兼任職員の担当職員が対応してございます。そして、

住宅、空き家バンクに登録がないときには、建設課の公営住宅を紹介するような形

をとらせていただいております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 それで私も建設課で、先週、今の入居待機者の一覧をもらってあります。現在、

町内町外含めて５７件ということは、町外をまずＩターン・Ｕターン、この方たち

と捉えた場合に２１件です。これで課長、よろしいですね。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 議員のおっしゃるとおり、待機者は５７世帯、町外においては２１世帯というこ

とでございます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 この表、もらったときに、子育て世代、１２世帯あるんですよね。だから、ここ

は大きいんじゃないですか、定住促進で来てもらえれば。住むところがあれば。だ

から、住宅を申し込みしてもらうというのは、今の町内の状況から考えて、誰でも

もう役場で住宅申し込んだらどうですかというのは、もう普通です。だから、住宅

が足りないのを、この空き家バンクでどうにかつなごうというのが、この趣旨じゃ

ないですかね。そう思いますが、どうでしょうか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 確かにそのとおりだと考えております。まず初めに、町営住宅の申し込み件数が

かなりの数になっているということは承知しておりました。そのために空き家を何

とか利活用できないかということで、平成３０年度からその空き家改修補助事業を

導入したわけでありますが、平成３０年度は、先ほども申し上げましたが、５軒全

て改修は終わっております。それでも絶対数足りてないわけですので、引き続きそ

の空き家バンクに登録していただけるように企画課のほうでは募集をかけておりま

すが、今、今日現在、まだ１軒も登録がなされていない、今までは１２軒程度あり

ましたけども、今年に入って、１軒もまだ登録がなされていませんので、今後引き

続き、その登録に向けて住民や区長さんの方々から情報を収集しながら、登録して

いただけるように努めていきたいと考えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 これ私、平成２８年の３回で、この問題、前課長時代に１回質問させてもらって

いるんですが、そのときに、貸し出し可能だと思われる空き家１０９軒、一部損壊

の空き家８５軒、危険な空き家が５４軒、この数値が出ております。それ以後、企

画課として、こういうふうな調査をした経緯はありますか。 
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○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 居住可能な住居というところにつきましては、調査を若干いたしまして、全ては

調査していないんですが、その中には、やはり見る限りでは、必ず補修をしなけれ

ば入居希望者がいても入居ができないような状況の家屋も多々ございましたので、

その辺につきましては、今後、補修が必要ではないかというふうな認識でおります。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 だから、さっき言ったでしょう。職員は１人兼務でいます。じゃあ、この貸し出

しに少々なりの修繕が必要な住宅、こういうときに、その所有者、管理者と誰が折

衝しているんですか、今現在は。そこを紹介した人ですか。職員が行って、管理者、

所有者に、ここをこうしたら貸せますよと、その費用の幾らかを助成しますから、

ここを修繕して貸してもらえませんかと、そういう交渉もやるのが住宅専従なんじ

ゃないですか、定住促進の専従係じゃないですか。１００軒あった中から今まで約

３年です、何軒ありましたか、貸し出ししたのは。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 全ての物件を調査したわけではございませんので、何軒あるということはちょっ

とわかりかねます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 いや、調査した件数じゃなくて、今までこの空き家バンクで貸した軒数だけでも

いいですよ。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 １６軒の登録がございまして、４軒は取り下げをされております。そして１２軒

の登録物件につきましては、全て貸し出しがなされております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 これは先ほどの昇議員の答弁と同じですので。それにしても３年で１２軒です。

１年４軒。どんなもんでしょうか。１０９軒、貸し出し可能と思われる物件があり

ますと、２８年度に言っております。これは、その間に企画課を通じて建設課に言

って、空き家再生事業、これは県の事業でやっている事業です。そこに持っていっ

ている家屋もございます。今まで、空き家再生事業で何軒、それと今年度の予定、

取りかかる予定の軒数が、課長のほうですぐわかればお願いします。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 
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 今までやってきた空き家改修事業で、我々が活用タイプと言っておりますのが

４軒でございます。そして、本年度１軒の予定をしております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 いや、空き家再生は何回か、全部の議員がお尋ねになって、そのとおり行ってい

るんですけど、これも企画のほうで、こういう物件があるけどどうですかって言わ

ないと、その事業申請をして事業に乗せられない事業じゃないですか、これも。だ

から、昨日の吉村議員の言ったのも私は合っているなと思っているのはそこなんで

す。定住促進課という課は別としましても、専従係は置いて、本当に取りかからな

きゃいけないのかなという思いを私も持っております。 

 だから、今までこの３年前の１０９軒から、もし１６軒が出てきたとしても、あ

と９０軒、貸し出し可能な住宅としか思えないんですよね。これを本当にあたる、

兼務しながらこれをあたっていって、持ち主、管理者に納得してもらうだけの説明

をして、いろんな向こう方の要求も飲みながら、本当にできる仕事なのか、ここで

その間に本当にこれを再調査というか、それをやらなかったのか、できなかったの

か、ここのところ、課長の答えられる範囲でいいですのでお願いしたいと思います。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 何軒かはしましたけども、やっていないのは事実でございます。３年前は、

１０９軒ということではございますが、見る限りに、人の見る目でしょうと思うん

ですけれども、これを貸し出しが可能なのかなというような物件もございました。

ですから、そういったところでは、家主の方と交渉しましても、これは人に貸せる

ような物件じゃないですよと。ですから、貸し出しはちょっと御遠慮しますという

ふうな言葉もいただいております。 

 ですから、全て１０９軒が貸し出し可能な物件ということではなくて、あくまで

も空き家バンクに登録していただかないと行政としては動きがとれないような状況

でありますので、空き家バンクには登録していただくように文字広告等で広報はか

けているような状況です。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、課長のおっしゃっているのもわかりますよ。わかりますけど、現実に３年間

で、１年間で４軒ペース、実際に最初２８年度調べたときには、貸し出し可能

１０９軒で出ていて、そのとき私、質問して聞いている数字ですので間違いないと

思います。議事録にも載っております。 

 ですので、その中で本当に１０９軒を、帳簿をつけて一つ一つチェックしていっ

たのかいっていないのかというのも疑問なんです。見た目で判断したとか、本当に
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軽微な補修でありながら、もう主が、管理者が聞く耳持たなかったのか、ここまで

深く入っていっての面談をしていたのかどうか、そこが疑問なんですよね。だから、

再度これを取り上げているわけです。 

 だって、空き家再生にしろ、そうですよ。上げてきた、実際に調査した、ちょっ

と予定より費用がかかり過ぎるとか、総務課長時代もそういうの１軒か２軒ありま

したよね。だから、専従の方が、ましてや、もしかしたら地元にいない管理者なの

かという場合もあります。これを行ったときも、たしか役場職員を使って調べた住

居じゃなかったかなと記憶していますが、こういう状態の中で、これが本当に前に

進む本当のやり方だったのかなと思いますけど、町長、この今までのやりとりを聞

いていて、この定住促進に対する考え、これをいかに前に動かすかという、町長の

ほうから何かございましたら。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 天城町に住みたいという方が、これだけたくさんいますよ、だけど、なかなかそ

こに追いつかない、対応できていないというのが、まずそこに大きな課題としてあ

るかなと思っております。その課題を一つ一つ解消していくために、じゃあどうし

ていこうかなということでありますが、ややもすると、我々は今職員が兼務という

ことでありますので、どうしても待ちというか、受けの態勢、そしてＡＹＴで募集

するような状況になっております。そしてまた、区長さん方にもお願いしたいとい

うことでありました。昨日から議論が出ておりますが。 

 やはり、そこの中では、しっかりと定住促進を確実なものにしていくためには、

昨日の吉村議員の中でもございましたので、そういう定住促進を専らとする、そう

いう職員をしっかりと配置しながら、そして外に打って出るといいますか、しっか

り行動する、そういった職員の配置等も含めて、今回いろんな機構改革、そして課

の再編等も出ておりますけど、そういう中でしっかり対応していって、いわゆる定

住促進というものを実績のある、そういったものにしていければというように思っ

ていますので、また、議員の今のような御提言については、またしっかりと受けと

めていきたいと思っております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ぜひその専従という、せめて専従という線だけでも、町長のほうがそういうふう

におっしゃっていただけるのであれば、やっていただけるものとこっちは期待して

おりますが。 

 今現在、この空き家バンクに登録した場合のメリット、どういうのが、空き家バ

ンクに登録していろいろやった場合に、改修とか、中のクリーニングも入っている
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のか、中の物の搬出撤去にも、そういう費用の補助が出るのか。課長のほうで、こ

の空き家バンクに登録する際のメリット、今思い当たる範囲内で結構ですので、お

願いします。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 空き家バンクに登録は、あくまでも登録ですので、登録して、役場としては、そ

の貸す側と借りる側の仲介をする形です。あくまでも借りる側と貸す側が両者でそ

ういうのをもとに契約を交わすわけですよね。ですから、そこの家屋の改修とかと

いうのは、そこの中には含まれておりません。 

 それを家屋の改修をする場合は、空き家改修補助事業で大家さんが実施をして、

空き家バンクに登録をして、そして家賃とかそういったもろもろの条件というのは、

役場はそこの中には介入しませんので、大家さんと借り主のほうで契約を結ぶ形を

とらせていただいております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今課長が言ったのが、約半分ぐらい、半分と言わないで３分１ぐらいは、その意

味がわかっていない人が多いと思うんですよ。そういうふうな。空き家を改修して

まで貸す必要もない。じゃあ、都会から帰ってきて、その家を借りたいです。で、

持ち主と直接交渉しました。でも、こことここは修理したいです。こういった場合

の補助とかは天城町ではあるわけですか、ないわけですか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 今現在のところはございません。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 だから、そこなんですよね。だからもう家が借りられないということで、個人的

に借りて、少々不便でもという形で今住まいを個人的に借りて住んでいる方が大半

だと思います。 

 でも、本当に都会から来る、Ｕターンはある程度我慢するかな、Ｉターンの方は、

そこまで我慢してまで住んでくれるかなという疑問符は残ります。ですので、もし

できるんであれば、それと中の荷物の件で、荷物を出したくないとか、こういうふ

うな件で断る方はいらっしゃいませんか。 

○企画課長（前田 好之君）   

 お答えいたします。 

 大家さんが内地にいらしたりして、要するにＵターンですよね、Ｕターンをする

形のために、空き家ではあるんですけども島に住宅を確保しておく場合もございま
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す。ですから、そういったものは、その１０９軒の中に含まれているかと思います。 

 ですので、後々、島に帰ってくる予定のある方のところにつきましては貸し出し

ができないような状況にあります。また、家の中の物を出したくないとか、そうい

ったところは、やはり町としては仲介をするわけですので、あとはその大家さんと、

その借り主のほうで御相談していただかないといけないかと思います。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今まで、そういう意見ばっかり私たち聞いて、私、この間、吉村議員も一緒にで

すけど、島根県の山の中です、３千何百人しかいません。そこが人口減少のために、

この地方創生のために定住促進をやっていて、その中に、中の荷物の撤去費用、ク

リーニング費用、こういうとこまで金額は限定していましたけど、そういうところ

まで見てでも人を呼び込みたいと。一番笑いましたのは、そこに住んでもらって、

通勤２０kmで５千円ですか。４０kmで１万円だったですかね。通勤費用も出すって

いうぐらいの考えを持って、本当に定住促進に取り組んでいるんですよね。そこは

もう、定住促進の中に専従係おりました。 

 だから、日本全国もう地方に行けば、やっぱり同じような考えをしているってい

うことです。地続きのところでさえ、そういうことをやっているっていうことです

ね。本当にびっくりしましたよ。そのところの手厚いやり方は。 

 だから、さっき町長も言いましたけど、待っていて受け身でやっていたって、こ

の情報が本当に入るのか入らないのかっていうところもあると思います。だから、

専従でいろんなところの意見を聞いたり、こういうふうな町でできる範囲内のもの

をそろえて、直接その持ち主、管理者と話をする。このぐらいでないと、今からの

この定住促進でおくれていくんじゃないですか。 

 それと、先ほど課長のほうから出ました体験型宿泊施設ですよね。これ、３年前

にも私、聞いています。でも、これを、体験型宿泊施設つくるのは賛成ですけど、

こうなったときに、その方が地元に住みたいって言ったときに、即紹介できるとこ

ろを準備しなきゃいけない。それなくして、これだけつくっては意味ないことなん

です。 

 だから、もし２軒だったら、１軒はその人のために１年間はあけておく。体験や

った人が何件かわかりませんけど、年間を何組というように制限をして体験宿泊を

してもらって、その中から何件か申し込みがあるかもわかりません。でも、すぐ紹

介できるところなければ、絵に描いた餅になります。 

 昨日も出ていましたけど、天城町といったら徳之島町っていう感覚。徳之島天城

町って言わないと、徳之島町という感覚あって、向こうに行く方もいるかもわかり

ません。ですので、天城町は、伊仙、徳之島町と比べて民間業者がない分、ここは
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行政が本当になって考えないと、これは一歩前に進まないんじゃないかなと。そう

いう考えはあります。 

 ですので、この体験型宿泊施設、これも必要ですけど、もう一つ踏み込んだら、

これをやるのであれば、町で。昨日出ていましたが、商工水産観光課長とは前も話

したことありますが、今の旧セリ市場。あそこら辺を、半分を分譲で売ったらいい

んです。簡単な菜園つきの区画をつくって売れば、来る人、絶対いると思います。

半分は地元で、住宅をつくれない若者、今、全部平和通りに行っています、天城の

方でも。水問題とか多少の問題点はあるでしょうけど、そういうふうな発想でもし

ないと、本当の定住促進にはつながっていかないのじゃないかなという思いがある

わけです。 

 ですので、先ほどもう答えは、定住促進の専属の職員を、今度の機構改革の中に

おいて町長は置くっていうことで。先ほどの答弁でそのように私は受け取りました

が。もう本当に定住促進を考えるのであれば、やっぱりそのぐらいの覚悟で行って

いかないと、ほかの町村に引けをとります。この定住促進で、笠利町とかもう４、

５年前に５、６０件入れています。これ私、前も調べていますので、たしか総務課

長が建設課長時代に空き家再生定住促進の関係で、５、６０件入っていると思いま

す。ですので、同じ奄美郡内の町村でも、先に行っているところは行っているわけ

です。 

 その中で、やっぱりこれだけしか出ていないってのは、空き家再生合わせても結

局１６件っていうことですので。果たしてこれでいいのかという思いがありますの

で、ぜひ、この定住促進に対しての職員の専従はせめて、これぐらいは町長の判断

で、裁量で考えて、今後住宅問題解消のために頑張っていってもらいたいと思いま

す。 

 いいですか、まだ行きます。１回休憩入れます。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。２時３０分から再開いたします。 

休憩 午後 ２時１８分 

─────────── 

再開 午後 ２時３０分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に続き会議を開きます。 

 秋田議員。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ２点目の公衆衛生についてですが、今回、私は６月議会に引き続き、連続でこれ
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を取り上げたのは、今現在クリーンセンターっていう愛ランドセンターの関係で、

ごみに対する意識がちょっとは高まっているのかなと。こういう考えを持って、引

き続き少し質問させてもらいたいと思って取り上げました。 

 まず、８月９日、クリーンセンターについて、地域女性連との意見交換会、また、

８月２０日、「みんなで考える徳之島のごみ処理の明日」っていうシンポジウム。

これに出られた感想を課長と町長のほうからいただきたいんですけども、よろしい

でしょうか。 

○町民生活課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 まず最初に、８月９日に行われました町内の地域女性団体との意見交換会であり

ます。 

 この中では、まず町長のほうからは、現状として徳之島愛ランドクリーンセン

ターについての受け入れ課題、問題について説明をしていただきました。その後、

私のほうからは、ごみの減量化、発生抑制をするためには、細かい取り組みをぜひ

お願いいたしますということでお話をさせていただきました。対象者は地域女性団

体連絡協議会の役員の皆様と、あと、各集落の女性団体の会長さんと一緒に意見交

換会を行いました。 

 まず感じたことですけども、やはり女性の方であるということでありまして、そ

のクリーンセンター問題についてというよりも、実際、やはり一番ごみのほうに携

わっている方々でしたので、現実的な問題で、ポスターを、もう古くなっているの

で、またつくっていただきたいとか、あと、エコバッグの活用がまだ全然進んでい

ないとか、もう本当に身近ないろんな意見をお聞きいたしました。また、以前はや

っていたんですけども、職員によるごみステーションの立哨指導、そういうのも実

施してはいかがかということで、本当に身近な、困っていることをいろいろ御指摘

いただきました。 

 あと、８月２０日のシンポジウムにつきましてですが、このときは８月２０日防

災センターのほうで実施いたしました。参加者は１２２名でありました。大崎町の

基調講演を初めとして、あと、町内の学校、天城小学校のごみ拾いの活動状況、あ

とそれと、樟南第二高等学校野球部の皆さんの、ごみ拾い改め「夢拾い」という活

動をしている状況とか、あとは、クリーンセンターで実際働いている作業員の皆様

の現状の課題とか、出張・研修に行かれて感じたこと等、あと、その後またフォー

ラムという形で実施されました。 

 私が一番強く感じたことは、その大崎町の徳禮先生からのお話で、町がこういう

方針──大崎町の場合はリサイクルの方針でいくという方針を固めました。その中
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で、じゃあどうしようかということで、住民の皆さんが自主的に考えてその活動を、

具体的案を出して取り組んでいるということが少し、ちょっと天城町ではどうなの

かなというふうに感じました。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 私の率直な感想は、一緒に語った方々につきましては、非常にその意識が高いな

というふうに感じたところであります。さあ、それをいかにして全町的な課題とし

てこれを広げていくかっていうところを、我々、またもう一回考えて、それをしっ

かりと町全体に、今のごみのあり方、出し方、そして将来の徳之島のあり方、そう

いったことを町全体にいかにして広げていくかっていうことが、これからの私たち

の大きな課題であるというふうに、私は今、認識をしております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ６月定例会以後の、ごみの問題での進展状況を場内で話し合うとか、この２日間

以外で、役場の場内とかでは何かこういうのが必要ではないかとか、こういうふう

な考えの場を持たれたっていうことはないですか。 

○町民生活課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 場内でということでありますが、役場内での話、検討とかそういうのはしたこと

はございませんが、課長会等でお話をしたりとか、まあまあちょっと集落ではまた、

むーるし語ろう会で、その中でも細かくお願いはしたところであります。 

○総務課長（米村 巌君）   

 秋田議員の質問で、庁舎内で何かをしたかっていうことですね。庁舎内ではいろ

いろと、この間のシンポジウムをしながら、ちょっと私のほうから課長会、それか

ら職員向けですね、やはりペットボトルの分類をちゃんとしましょうとか、ふた、

ラベルとか。 

 それと、皆さんもこれは見たと思うんですが、この燃やせるごみの種類っていう

のを、給湯室のほうのごみの仕分けのところにもうポスターで張って、これで徹底

しましょうっていうことで。また、今回ちょっと補正で、役場の給湯室に置くごみ

処理機、これもやはり役場の中が模範となるような形で、職員からちょっとしまし

ょうというっていうことで。何かっていうのも私もちょっとわからなくて、それで

今回、２階の給湯室、１階の給湯室に１台ずつ配置をするということで、補正予算

で計上しておりますので、その辺もまたちょっと効果的な検証になるのかなってい

うことで、役場内では進めさせていただいております。 

○８番（秋田 浩平議員）   
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 私が今回聞くのは、徳之島愛ランドクリーンセンターは別として、町内のごみ問

題って形で、今回取り上げています。 

 なぜこんな質問をしているかといいますと、大きな問題、徳之島愛ランドクリー

ンセンターの問題は、各行政の長、町長ですよね。広域組合の議員と、皆様方と、

また地域代表の皆様方で話し合いを持たれているわけです。でも、それで決定する

わけなんですが、町内のごみの問題っていうのは、町内のみんなで考えないと、今

まで出ている問題は一つも解決しないってことなんですよね。問題は。だから、こ

ういうふうに聞いたわけなんですが。 

 先ほども課長のほうから少し出ましたが、私、前回、６つほど資源ごみの回収の

件とか、リターナブル商品の利用推進、生ごみの自家処理の推進、事業系のごみの

減量化、マイバッグ運動、食育啓発活動。こういうふうなことを中にうたって、

２４年に作成したあの中に、ごみの減量化っていうことでうたっていると。これが

現実に守られていなければ、絵に描いた餅であるというのを、前回言いました。 

 ですが、現実にこういうのが、いついつ、その事業系の方と話し合いをして、こ

ういうふうな形を示すのか。だから、今さっきの婦人の団体の方と話したときのマ

イバッグの利用促進とか。マイバッグも、１０月からはレジ袋が有料化になるって

いう話も聞いています。ですので、チャンスなんですよね、今が。 

 だから、そういうのをもろもろ含めた町のことで、ごみの問題をリードする。今、

天城町では町民生活課のごみ担当ですね。ですので、愛ランドクリーンセンターの

問題は問題として、トップの方々、また、そのかかわりのある皆さん方の判断で、

こちら町民は従っていくしかないです。でも、町のごみっていうのは、できること

は３町の、そのごみに関する課、天城であれば町民生活課の課長、ごみ担当ですよ

ね。３町、徳之島、伊仙町にもいるわけですので。この人たちで集まって、じゃあ、

再度何から取り組んでいったらいいのかっていう話し合いを持とうかっていう、こ

ういうことが実際に町民生活課のほうで発案、発想ができているのか、できていな

いのかなんですよ。課長、この件に対してはどうでしょうか。 

○町民生活課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 議員が６月議会のほうで御指摘はありました。その６点のうちできるものからと

いうことで、今、取り組んでいるところではございます。しかしながら、まだ手つ

かずのところもあります。これからできるものからどんどん進めて取り組んで、町

民の皆様、また、事業者の皆様にも周知していきたいと思います。 

 ３町での担当の話し合いというのは、不定期ではありますが、その環境行政

係──これ、クリーンセンターもちょっと入っているんですけども──で、話をし
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てはおります。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 クリーンセンターの方も入れてだったら余計ですけども、昔、出前授業っていう

のありまして、クリーンセンターの方がこっちから要請したら出向いて、いろいろ

ごみの分別の仕方とか、いろんなやった経緯があります。こういうのもここ何年、

やったっていうのを聞いたこともありません。また、この間も出ていましたが、学

校とか婦人会とかあの施設の見学等も、もうここ何年ないっていうような話も聞い

ています。 

 ですので、各町におけるごみは、各町の町民、それを率先するのが職員ですので、

天城町だけがって考えたって、うまくいくはずないんですよ。ですので、これは天

城町がリーダーシップをとって、徳之島、伊仙町のごみの担当、担当課に話しかけ

て、こういうのを話し合いの場に立ち上げたらどうなのかと。 

 また、これがただ存続でいくのか、クリーンセンターが建てかえなのかって決定

した後に、これをまたやろうと動かそうとしても熱が冷めます。熱が冷めたときに、

１７年間動かなかったのをどのタイミングで動かすんですかってことになりますの

で、ここのところ、町長のほうで音頭をとってでも。我が町のごみの減量化になる

と思うんで、それから先は、またいろいろと３町で話し合いをすればいいわけです

ので。３町が同じ足並みでいかないといけないですので、この点は町長として何か

お考えがあれば。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 ちょっと基本的なところで、３町を比較するわけじゃないのですけど、この夏の

間に、こんだけ各種団体、組織、そして集落。集落のむーるし語ろう会が何名集ま

ったかっていうのはまた別問題として。これだけ濃密っていうか、この夏やったの

は、３町の中では、私は天城町だけだというふうに現在のところ認識しております。

それだけ非常に問題意識ってものは今、天城町は持っているなと思っています。 

 それで、今、秋田議員からおっしゃるように、この熱を冷ますことなく、しっか

りと実行に移すような方式がないかということでありますが。私がまさしくこの間、

広域のほうでちょっと会合があったら、向こうの職員が、最近、向こうのクリーン

センターに視察に来なくなったって言うから、まさしく「違うでしょ」って僕は言

ったんですよね。まさしく受け身なんですね。だから、やっぱりそのクリーンセン

ターの職員はそういうことを感じていたら、３町の課長を通じて、しっかりと皆さ

ん方が出したごみがどういう処理をされているかっていうのは、やっぱり見るとか

いろいろなことを、そこから仕掛けてほしいっていうことを、僕は言っているんで
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すよ。それがまさしく３町が、主体的に課長さん方が目的を持って集まって、しっ

かりと３町にそれをおろしていくっていうやり方は、これから私は絶対必要だなと

思っております。 

 そしてまた、これまで私たちもこれまでちょっとごみについて考えるってことは

なかったんですけど。こういう立場になりまして、いろいろなことを考えながら、

やはり、あの当時、１７年前のあの原点をすっかり今は忘れているなっていうのが、

私の今、痛感しているところであります。 

 「そこに名前を書きましょう」とかってことを言うと、「何で名前を書かないと

いけないんですか」とかいって、今、うちの町民生活課は大分質問も受けています

けど、やはりそういったことを含めて、その当時の原点ってものを、初心ってもの

が、ちょっと置き去りにされてきているんではないかなと。それをやっぱり取り戻

すってことが、今、一番大事じゃないかなと思っております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 このごみ問題は、天城町だけでなく、３町一体となって同一の考えを持って前に

進んでいけるよう。これがすなわち、５年、１０年のこの徳之島のごみにっていう

ことになると、やっぱり大きな問題の、クリーンセンターのどういうふうな形にな

るのかっていうのにつながっていくと思います。 

 今、いろんなシンポジウムで、生ごみを堆肥化しようとかいろんな話が出ても、

３町の足並みが一つそろわないことには前には進まないですので、その町の考えは

考えとして持って、３町で話し合いの場をつくる。これはぜひ実行していってもら

いたいと思います。この公衆衛生、ごみに関しては続けましたので、これで。 

 ２項目めの地方創生、子育て支援のほうに移っていきたいと思います。 

 済みません。最初にお断りいたします。国の保育料無償化っていうことですけど

も、これは幼保無償化。幼稚園を含めました幼保無償化ってことでございます。私

が勘違いをしました。 

 では、幼保無償化、幼稚園と保育所ですね。幼稚園と保育所の無償化の対象にな

る人員。それとその、ざっと計算で聞いた話によりますと、上半期、下半期とか分

かれて計算がやると。それと、非課税世帯とかもろもろ細かい点があって、厳格に

は出せないというのが現状らしいので。相対的な金額で構いませんので、それをま

ず、わかれば。対象の人数、３歳から５歳、０歳から２歳までの人数と、金額です

ね。お願いしたいと思います。 

○教育委員会総務課長（基田 雅美君）   

 それでは、幼児教育の無償化ということで教育委員会は、西阿木名の幼稚園と、

あと、カトリック幼稚園に関しましても教育委員会の取り扱いになっておりますの



－132－   

で、お話しさせていただきます。 

 まず、西阿木名幼稚園に関しましては、今、３名の方がその対象にはなるかとは

思いますが、金額的にも少なくありますので、ほとんど月千円っていうことでいた

だいておりますので、そういうことです。 

 あと、カトリック幼稚園に関しましては２３名、今現在ですね。全体で、月

１２万５００円、これ大体です。あと、それの６カ月分が戻るということで聞いて

おります。 

 以上です。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 まず、対象となる内容についてお答えいたしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する、３歳から５歳までは全ての子供た

ちが無償化の対象となります。０歳から２歳児までについては、住民税非課税世帯

が対象となります。なお、今、言ったその無償化の中には、給食費は含まれないと

いうことで、制度が動く予定となっております。 

 では、保育所についてなんですが、未満時、３歳未満の子供たちが今、対象とな

るのが４名で、３歳以上、３歳から５歳までが８５名ほど今現在在籍しております。 

 国の制度に乗っかって無償化に係る経費としては、上半期の保育所ベースの６カ

月で１千３００万ほどかかっております。なので、これが半年分ですので、恐らく

２千６００万ぐらいの、国の行う事業額になるのかなというふうに推測していると

ころです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 私、大体１千万から１千２００万ぐらいのあれじゃないかなという単純試算で計

算したんですが。その、やっぱり聞いたあれがありました。 

 何でこれを先に聞いたかといいますと、今まで、少子化、子育て支援ってことで、

天城町は、徳之島３町の中でいち早く保育料幼稚園無償化を打ち出して、少子化対

策の一環としてやってきたっていう経緯があります。 

 今回、国がこれを３歳、単純に０歳から２歳までを除いても、対象の３歳から

５歳の方は、全部無償化見ましょうということで、今度１０月からやるということ

を聞いたものですから。そうした場合に、町が今まで補助を出していたお金、これ

は一体どういうふうにするつもりなのかなと。どういうふうな形で、今、出ました

１千３００万という金額を使っていくのかなと。ここが一番聞いてみたいところな

んです。 
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 まず、町としての考え。単純に上半期で１千３００万って出ましたが、これをど

のように、この予算を今後使っていくのか。単刀直入に言うと、使っていくのかで

すよね。これを、課長、総務課長、町長、この順番でちょっと聞いてみたいんです

が、よろしいでしょうか。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 まず、先ほど事業額と申し上げました。これ当然、消費税が２％増税になって、

その分お金が入ってくればっていう前提つきであります。今現在、国からは、も

し──あり得ない話なんですけど、もし消費税が上がって、税収が上がらなければ、

それは地方に負担してもらいますよというところがうたわれております。端的に言

えば、もし足りなければ、町が負担してくださいっていう通達をもらっている中で、

今、いろんなことを考えさせていただいているんですけど。 

 今現在、３千７００万ぐらい保育料の無償化で使っております。ただ、この分に

つきましては、地方債を活用しているというところですので、入ってきた丸々全て

が保健福祉課で自由にできるとは、まず不可能であろうと。ただ、今現在、子育て

支援のところでもうちょっと拡充したいなとか、ここは足りないなっていうところ

は、実際思っているところがございます。ぜひ、そこについて活用していければと、

現場としては考えておるところです。 

○総務課長（米村 巌君）   

 お答えいたします。 

 昨年までは過疎債でやって、一般財源っていうことですね。それで、今年はこの

無償化に伴うっていうことで、過疎債の適用をしていません。一般財源っていうこ

とですので、なるべくなら、財政からするとほかの事業に回したいなというような

気持ちもあります。 

 以上です。 

○町長（森田 弘光君）   

 財政担当はそのようなお考えかもしれないんですけど、やはり財源の裏がありま

して、過疎債っていうのを使っていますので、それを充当するかどうかっていうの

がまた違ってくるんですけど。私はやっぱりこれ、幾らまた余裕として出てくるか、

ちょっと私自身は試算していないんですけど。 

 やっぱり余裕財源として出てきたものにつきましては、やっぱり住んでよかった、

日本一の島──日本一とは言っていませんね。満足度ナンバーワンの町と言ってい

ますので、やっぱりそこに使って、そしてやっぱり子育て支援、そして「天城町に

来て、天城町は子育てしやすい環境にありますよ」そういった形で、そういう結婚、
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妊娠から、中学生、高校生までのいろんな形での支援の中で、少し薄い部分とか、

こういったのが必要だなってところには、充当していければなというふうに私は考

えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 その過疎債、地方債のそこのところが何かちょっと聞こえていたんで、３人に聞

きました。 

 でも、私の考えとしては、この保育料、幼保の無償化は、天城町が子育て支援と

してこの徳之島の３町の中で有利に立てる、少子化対策の一環としてやり始めたも

のだと私は私なりにそう思っています。ですので、やっぱりこれからも、総務課の、

財産預かる身としては、ほかのところにも使えるようにうまく対策はしてあるみた

いですが、やっぱりこの徳之島３町の、今の徳之島、伊仙の方々が「天城町いい

ね」って、今までずっと言ってきた声は私たちも聞いていますので。やっぱり、こ

の金を即ほかの部署に回すというのも、それをやるなって言うのは、やぼです。お

互い苦しい事情があって、全部事業やっているわけですから。ですが、やっぱりこ

の少子化、子育て支援、大きく言えば定住促進。こういうふうな部署にこの金を財

源として組み込んでいって、やっていってもらえないかなと。 

 また、この前、課長とちょっと話したんですが、保育所が無償化になっても、ま

だ、「子供は私、何歳までは私が育てます」。在宅保育をしている方もやっぱりい

るわけですよね。それが保健センターで月に何回とか、いろんな。あと、がじゅま

るの家さんですかね。あれが月に何回か、１カ月１回か町内で、こういうような子

育て支援をしていると。今、保健センターで、今年から大体落ちついてやっている

みたいなんですが。やっぱり、子育てを自分の手で、３歳まではせめてしたいとか

いう方とかはいるわけですよ。やっぱり、そういうところにも手厚くやっていって

もらいたいし。それ以外に、課長にちょっと聞きますが、今の保育所、改修、改築

をしなきゃならない状態、これはどうなんでしょうか。耐震からもろもろ含めまし

て。 

○保健福祉課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 確かに今、各保育所、老朽化が進んで、毎年、窓ガラスであるとか、シロアリの

被害であるとか、あるいは建築資材の腐食とかいうところで経費がかかっていると

ころです。 

 今年度、強度調査というのが計画されておりまして、その結果を見た中で、また、

先だって、去年ですね、子育てアンケートの中で出した経緯もあるんですけども。

改めていろんなことを、方向性を考えながらもんでいかなきゃいけないなというふ
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うに考えておるところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ですので、あと、子供一人一人に対する支援が保育料、幼稚園の無償化だったわ

けですけども、この金が、来年１年だった場合に３千幾ら出るわけですので、これ

でもう一気に保育所を、耐震強度から全部もろもろやって、環境整備を済ませてあ

げて。これをまた先延ばしにしたらした分、また経費はかかるんじゃないかなと思

うんですよ。 

 ですので、子育て支援は３歳から５歳までと、０歳から２歳までの非課税の方は

国が見ると言ったわけですので、今度は、その園児、子供たちの環境整備をまずや

ってから、この国の補助で出る金を、ほかの部署に使うっていうような形はとれな

いのかっていうことのが、今回の私の考えなんで。この件に関してはどうでしょう

か。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 あと１点、ちょっと前置きさせてください。がじゅまるのお話が出ましたので。

私、がじゅまるの代表の方、いろんな会合で遠くでは会っているんですけど、直接

お会いしたことはなかったんで、話ししたことなかったんですね。 

 それで、この間、天城町の子ども・子育て会議っていう会議があって、そこでち

ょっと小さな会合だったもんですから、会う機会がありまして。その前に、私が呼

んだんじゃないですけど、町長室にみえたんですね。その代表の方が。そして、ち

ょっとお話をしました。そして、今、防災センターでやっている活動、そういった

ことに対して私はお礼を言いました。 

 そして、もう一つ私はお礼を言ったんですね。その活動が地元の新聞に載ってい

まして。私たちが、秋田議員とか我々が、天城町はこうやって子育て先進的だって、

自分たちだけで自己満足、自分たちだけで言い合っても余り意味がないなと思って

いたんですけど、その代表の方が、その地元の新聞に──その方は徳之島町の方で

すよね。「天城町は子育てのしやすい環境ができていて、非常にいい」と。それで、

「一生懸命自分たちも応援していきたい」っていうことを、その新聞のコメント書

いてあったもんだから。 

 やはり、外の人が「天城町はいい」って言われるっていうと、こっちも大変うれ

しくなったもんですから。その方に、そういう話で町長室でちょっとお会いして、

協力していただいていることに対してお礼を言ったのと、そういうコメントをして

いただいてありがとうございましたっていうことをお話しさせていただきました。

「いやいや、自分たち、できるだけ協力していきます」ってことでありましたので。 
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 そういう中で、さっきの話でしたけども。やはり、ハードな面はハードな面で、

私たち、しっかりと財政は確保していきたいというふうに。それはまた、近い将来

はどうしてもそこは避けて通れない課題であるだろうなと思っています。 

 そういう中で、私とすれば、今、結婚、妊娠から子育て、そして中学生、高校生

までのいろんな面で、まだまだ弱い面があるかと思っていますので、そういったソ

フトの面に、もう少しやっぱりしっかり力を入れて、本当に名実ともにみんなが実

感できるような、そういう環境ができればなと思っています。 

 また、いわゆるハード面、その施設については、しっかり財源も探しながら、確

保しながら、来るときには備えたいというふうに私は考えています。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今の町長の言葉を聞いて、少なからず安堵しているところであります。 

 まず、今まで一歩上の土俵で、私たち、子育てやっていたわけですけど、今度は

同じ土俵に立つわけです。その子供たちの子育て支援を続けていく中で、今度は質

を落とさないやり方を模索しなきゃいけない時代になっていくと思います。 

 この保育所だけにかかわらず、今、言いました、私たち中学生の医療費まで無料

にしていますが、今から高校生までの医療費の問題も考えなきゃいけないだろうし。

今、障害関係とか妊産婦もろもろ、障害児、いっぱい手助けする部分はまだ残って

いると思いますので。大分、天城町は上に行っていると私は認識していますが、ま

だ足りない点が、町長のおっしゃったとおり多々あると思います。 

 ですが、やっぱり今の町長の言葉で、私が言わんとしていたこの子育て支援、こ

れが一つ出ても、定住促進でアピールできる施策じゃないかなと私は思いますので、

ここのところは、また執行部のほうでよくよく考えてやっていってもらいたいと思

います。 

 ２項目３点について質問させていただきましたが、これで私の一般質問を終わら

せていただきます。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、秋田浩平君の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。あすは午前１０時から開会いたします。 

 本日はこれで散会します。 

散会 午後 ３時０８分 
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